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平成26年３月４日 開会 

平成26年３月20日 閉会 
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南部町告示第15号

平成26年第２回南部町議会定例会を次のとおり招集する。

平成26年２月14日

南部町長 坂 本 昭 文

記

１．期 日 平成26年３月４日

２．場 所 南部町議会議場

○開会日に応招した議員

白 川 立 真君 三 鴨 義 文君

米 澤 睦 雄君 板 井 隆君

植 田 均君 景 山 浩君

杉 谷 早 苗君 細 田 元 教君

石 上 良 夫君 井 田 章 雄君

秦 伊知郎君 亀 尾 共 三君

真 壁 容 子君 青 砥 日出夫君

○応招しなかった議員

な し
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平成26年 第２回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成26年３月４日（火曜日）

議事日程（第１号）

平成26年３月４日 午後１時00分開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 施政方針の説明

日程第６ 予算決算常任委員会の調査報告について

日程第７ 議案第２号 平成25年度南部町一般会計補正予算（第７号）

日程第８ 議案第３号 平成25年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第４号 平成25年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

日程第10 議案第５号 平成25年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第６号 平成25年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号）

日程第12 議案第７号 平成25年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第３号）

日程第13 議案第８号 平成25年度南部町水道事業会計補正予算（第３号）

日程第14 議案第９号 平成25年度南部町病院事業会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第10号 南部町太陽光発電基金条例の制定について

日程第16 議案第11号 南部町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について

日程第17 議案第12号 南部町高校生等医療費助成条例の制定について

日程第18 議案第13号 消費税及び地方消費税の税率改定等に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定について

日程第19 議案第14号 南部町国民健康保険西伯病院看護師育成奨学金貸付条例の制定について

日程第20 議案第15号 南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について

日程第21 議案第16号 南部町職員の給与に関する条例の一部改正について

日程第22 議案第17号 南部町特別会計条例の一部改正について
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日程第23 議案第18号 南部町督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正について

日程第24 議案第19号 南部町防災行政無線施設条例の一部改正について

日程第25 議案第20号 南部町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

日程第26 議案第21号 南部町上水道給水条例の一部改正について

日程第27 議案第22号 南部町簡易水道施設条例の一部改正について

日程第28 議案第23号 南部町残土処分場跡地整備基金条例の廃止について

日程第29 議案第24号 公の施設の指定管理者の指定について

日程第30 議案第25号 町道路線の認定について

日程第31 議案第26号 町道路線の変更について

日程第32 議案第27号 平成26年度南部町一般会計予算

日程第33 議案第28号 平成26年度南部町国民健康保険事業特別会計予算

日程第34 議案第29号 平成26年度南部町後期高齢者医療特別会計予算

日程第35 議案第30号 平成26年度南部町墓苑事業特別会計予算

日程第36 議案第31号 平成26年度南部町住宅資金貸付事業特別会計予算

日程第37 議案第32号 平成26年度南部町農業集落排水事業特別会計予算

日程第38 議案第33号 平成26年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算

日程第39 議案第34号 平成26年度南部町公共下水道事業特別会計予算

日程第40 議案第35号 平成26年度南部町太陽光発電事業特別会計予算

日程第41 議案第36号 平成26年度南部町水道事業会計予算

日程第42 議案第37号 平成26年度南部町病院事業会計予算

日程第43 議案第38号 平成26年度南部町在宅生活支援事業会計予算

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 施政方針の説明

日程第６ 予算決算常任委員会の調査報告について

日程第７ 議案第２号 平成25年度南部町一般会計補正予算（第７号）
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日程第８ 議案第３号 平成25年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第４号 平成25年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

日程第10 議案第５号 平成25年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第６号 平成25年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号）

日程第12 議案第７号 平成25年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第３号）

日程第13 議案第８号 平成25年度南部町水道事業会計補正予算（第３号）

日程第14 議案第９号 平成25年度南部町病院事業会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第10号 南部町太陽光発電基金条例の制定について

日程第16 議案第11号 南部町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について

日程第17 議案第12号 南部町高校生等医療費助成条例の制定について

日程第18 議案第13号 消費税及び地方消費税の税率改定等に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定について

日程第19 議案第14号 南部町国民健康保険西伯病院看護師育成奨学金貸付条例の制定について

日程第20 議案第15号 南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について

日程第21 議案第16号 南部町職員の給与に関する条例の一部改正について

日程第22 議案第17号 南部町特別会計条例の一部改正について

日程第23 議案第18号 南部町督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正について

日程第24 議案第19号 南部町防災行政無線施設条例の一部改正について

日程第25 議案第20号 南部町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

日程第26 議案第21号 南部町上水道給水条例の一部改正について

日程第27 議案第22号 南部町簡易水道施設条例の一部改正について

日程第28 議案第23号 南部町残土処分場跡地整備基金条例の廃止について

日程第29 議案第24号 公の施設の指定管理者の指定について

日程第30 議案第25号 町道路線の認定について

日程第31 議案第26号 町道路線の変更について

日程第32 議案第27号 平成26年度南部町一般会計予算

日程第33 議案第28号 平成26年度南部町国民健康保険事業特別会計予算

日程第34 議案第29号 平成26年度南部町後期高齢者医療特別会計予算

日程第35 議案第30号 平成26年度南部町墓苑事業特別会計予算
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日程第36 議案第31号 平成26年度南部町住宅資金貸付事業特別会計予算

日程第37 議案第32号 平成26年度南部町農業集落排水事業特別会計予算

日程第38 議案第33号 平成26年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算

日程第39 議案第34号 平成26年度南部町公共下水道事業特別会計予算

日程第40 議案第35号 平成26年度南部町太陽光発電事業特別会計予算

日程第41 議案第36号 平成26年度南部町水道事業会計予算

日程第42 議案第37号 平成26年度南部町病院事業会計予算

日程第43 議案第38号 平成26年度南部町在宅生活支援事業会計予算

出席議員（14名）

１番 白 川 立 真君 ２番 三 鴨 義 文君

３番 米 澤 睦 雄君 ４番 板 井 隆君

５番 植 田 均君 ６番 景 山 浩君

７番 杉 谷 早 苗君 ８番 細 田 元 教君

９番 石 上 良 夫君 10番 井 田 章 雄君

11番 秦 伊知郎君 12番 亀 尾 共 三君

13番 真 壁 容 子君 14番 青 砥 日出夫君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 唯 清 視君 書記 芝 田 卓 巳君

書記 岡 田 光 政君

書記 石 谷 麻衣子君

説明のため出席した者の職氏名

町長 坂 本 昭 文君 副町長 陶 山 清 孝君

教育長 永 江 多輝夫君 病院事業管理者 吉 原 賢 郎君
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総務課長 加 藤 晃君 財政室長 三 輪 祐 子君

企画政策課長 矢 吹 隆君 地域振興専門員 長 尾 健 治君

税務課長 畠 稔 明君 町民生活課長 仲 田 磨理子君

教育次長 板 持 照 明君 総務⋞学校教育課長 福 田 範 史君

病院事務部長 中 前 三紀夫君 健康福祉課長 伊 藤 真君

福祉事務所長 頼 田 光 正君 建設課長 頼 田 泰 史君

上下水道課長 谷 田 英 之君 産業課長 仲 田 憲 史君

監査委員 須 山 啓 己君

議長挨拶

○議長（青砥日出夫君） まず、平成２３年３月１１日に発生いたしました東日本大震災から、早

くも３年がたとうとしています。お亡くなりになりました多くの方々に対し、黙祷を行いたいと

思います。御起立ください。黙祷。

〔全員黙祷〕

○議長（青砥日出夫君） 直れ。

平成２６年３月定例会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

近隣諸国との間において、尖閣諸島、竹島の問題等、懸案となっている事案が多々あります。

国家間の関係については、ますます好ましからざる事態となっております。国内に目を向けます

と、原子力発電所の再稼働問題を初めとし、多くの解決すべき事案があります。いずれの事案に

しましても、日本国民にとって真に必要なことは何かを考えて日本のかじ取りをしていただくこ

とを切に望みます。

去る１月３１日、７地域振興協議会の会長⋞副会長の皆様から、諸課題、今後の計画について

お伺いをいたしました。また議会からは議会の活動報告を行い、活発な意見交換を行いました。

各振興区におかれましては、それぞれの特色を生かした住民目線に立って懸命に努力をしていら

っしゃることを御報告申し上げます。

本議会は、平成２６年度の町政の施政方針を初め、今後の町政の根幹となる当初予算を定める

極めて重要な議会であります。

諸議案の内容につきましては後ほど町長から説明がございますが、町民の要望に応えるべく提

出されております諸議案に対しまして慎重審議をいただき、適正かつ妥当な議決に達することを

お願い申し上げます。
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開会に当たり、御挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（坂本 昭文君） 平成２６年３月定例会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。

議員各位には、平素は議員活動を通じまして、町政の発展に何かと御尽瘁をいただいておりま

す。この場をかりて厚くお礼を申し上げる次第でございます。１２月議会から本日までの間に、

冬季オリンピック、ソチオリンピックが開催になりまして、選手の皆様方の熱いプレーに大変大

きな感動も生んだわけでございますけれども、先般はウクライナへのロシア軍が侵攻するという

ようなことで、本当に喜んでばかりもおられない、気の抜けない状況が続いておるということで、

改めて気を引き締めておるところでございます。

この間、町内におきましては、大きな事件や事故はなかったわけでございますけれども、特に

１月の４日、まだ正月の最中でございますけれども、原の工業団地におきましてぼやが発生をい

たしまして、これは放火によるものでございます。犯人は逮捕されましたけれども、大きな火災

にならなくてよかったということでございます。また、１月２２日には境地区で住宅火災が発生

をいたしまして、全焼いたしました。また、２月には同じ境で草火災が発生するということで、

３件の火災発生に消防団の皆様方の御出動をいただいたということでございます。御報告を申し

上げておきたいと思います。

この間、出生された子供様が１７名、そして、お亡くなりになった方が３７名ということでご

ざいまして、２月末の人口で１万１，４６０人というぐあいに相変わらず減少傾向にあるわけで

ございます。それぞれの皆様の健やかなる御成長と、そして御冥福を、心から本議場を通じてお

祈りを申し上げる次第でございます。

本定例会におきましては、平成２６年度の一般会計予算など、３７の盛りだくさんの議案を提

案するわけでございます。特に今年度は、少子化対策などに大変力を入れた予算となっておりま

して、慎重御審議をいただきながら全議案とも御賛同いただき、御承認をいただきますようによ

ろしくお願いを申し上げる次第でございます。長丁場でございますけれども、よろしくお願い申

し上げて、御挨拶にかえます。

午後１時００分開会

○議長（青砥日出夫君） ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定によ
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る定足数に達しておりますので、平成２６年第２回南部町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（青砥日出夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２名を指名いたします。

８番、細田元教君、９番、石上良夫君。

⋞ ⋞

日程第２ 会期の決定

○議長（青砥日出夫君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、１７日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 異議なしと認めます。よって、会期は、１７日間と決定いたしました。

⋞ ⋞

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（青砥日出夫君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第４ 諸般の報告

○議長（青砥日出夫君） 日程第４、諸般の報告を行います。

初めに、議長より報告いたします。

南部町内企業訪問、２５年の１２月の１６日に行いました。南部町議会企業訪問の報告をいた

します。南部町議会初の試みとして、議会議員による南部町内の企業訪問をいたしました。

本年は、鳥取グリコ、国立音楽院、レングスの３事業所を訪問しております。

南部町議会議員が町内の企業を訪問して事業活動をお聞きし、また、事業所の見学をすること

などにより、当該事業所について議会議員の理解を得、さらに、各事業所から議会への要望をお

聞きして、事業所の困っておられること、よりよくするにはどのようにするのがよいか明らかに

して、議会としてどのように支援ができるかを目的として実施をいたしました。

各事業所からは、議会としてだけではなく町⋞議会が一体となって、このようなことをしても
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らったほうがよい、このような補助制度があればもっとよくなるのではないか、職員の雇用をふ

やすにはこのようにしたほうがよいなどの生の声をお聞きすることができました。

議会としましては、その声にお応えすべく、今後の議会活動を精力的に行っていくべきものと

考えております。

次年度以降におきましても、本年度訪問いたしました事業所以外の事業所を訪問し、各事業所

の声を幅広くお聞きすることにより、事業活動が行いやすいように、また、町内の方の雇用をふ

やすにはどのようにしていけばよいか、議会として考えていきたいと考えております。

以上、報告を終わります。

次に、西部広域行政管理組合ごみ処理施設等調査特別委員会が、２６年１月２２日に行われま

した。これは西部広域行政管理組合でのエコスラグセンターの廃止という議題で、それの調査を

行ったところであります。エコスラグセンターは、非常に経費がかさみつつございまして、平均

委託料が５億２，７００万という形で毎年かかっております。それの処理単価が非常に上がりつ

つあると、３倍もかかっておるというような状態になっております。したがいまして、それの稼

働をやめて、今のエコスラグセンターは２７年度末をもって運転を停止するという議題について、

調査をしたところでございます。詳細につきましては、議会事務局の閲覧に供しておりますので

ごらんをいただきたいというふうに思っております。

南部町議会⋞地域振興協議会合同研修会。２６年１月３１日に行っております。南部町議会⋞

地域振興協議会合同研修会の報告をいたします。

１月３１日に緑水湖研修センターにおいて、「地域振興協議会における課題⋞計画と議会につ

いて」をテーマとし、地域振興協議会と議会とでの研修会を行っております。

地域振興協議会における課題や今後の計画について伺い、議会として、振興協議会にどのよう

な協力及び支援ができるかなどを研修いたしました。また、議会における活動報告をお伝えし、

議会においてどのような活動を行っているのかを御理解をいただきました。

議会においても、地域振興協議会におきましても最も大切なことは、地域に住んでおられる住

民の方が、「自分たちの地域は自分たちで切り開く」と地域に誇りを持っていただき、「南部町

に住んでよかった」と思っていただくことです。

今後も地域振興協議会と議会が協力して、住民の方に、「南部町に住んでよかった」と思って

いただけるよう努力をしていく所存でございます。

以上、報告を終わります。

次に、西部町村議会議長定期総会でございます。２６年２月の１２日に行いました。
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２５年度の補正、また、２６年度事業計画、２６年度予算、２６年度の分担金の賦課徴収方法

について。これは議会事務局の閲覧に供しておりますので、ごらんをいただいておきたいという

ふうに思っております。

以上、議長からの報告を終わります。

次に、議員からの報告を受けます。

初めに、地方行政調査、板井隆君。

４番、板井隆君。

○議会行政調査特別委員会委員長（板井 隆君） 議会行政調査特別委員会委員長の板井です。

去る１月１５日から１７日の３日間で、複合施設の先進地、山口県下関市と、木質バイオマスで

再生可能エネルギーに取り組む、大分県日田市へ行政調査に行ってきましたので、報告をさせて

いただきます。

最初の調査地、山口県下関市、ＤＲＥＡＭ ＳＨＩＰについて。人口２８万人の下関では、中

央公民館の老朽化に伴い、平成２２年３月に生涯学習プラザ、市立中央図書館及び大ホールなど

を備えた複合施設として、市民文化の新しい交流拠点が完成をしておりました。この施設は、下

関市により、公設民営方式として管理指定された株式会社ドリームシップが設計、建設、維持管

理、運営の全てを担当する民間の資金力、技術力、ノウハウを生かし、利用者に公共サービスを

提供し、市民のニーズを的確に捉え、運営されておりました。

生涯プラザでは、自然と人の交流を理念とし、貸し施設を有効的に市民に利用していただく方

策や、自主事業を頻繁に行いながらにぎわいの施設を実現し、市民活性化に努力されている現状

を実感することができました。

中央図書館は、開館日数や時間をふやすことで利便性を追求しながら、設備においても読書通

帳の発行や自動貸し出し機、予約ロッカーなどの設置など、さまざまな創意工夫が駆使されてお

りました。

現在、南部町も複合施設の設計が検討されておりますが、議会人としてこのたびの経験を生か

した方向性の提案をしていきたいと思っております。

次に、２日目の調査地、大分県日田市につきまして、人口７万人の九州三大美林の一つ、日田

杉で有名な日田市が平成１１年に造成した日田ウッドコンビナートの誘致企業として、株式会社

日田ウッドパワーが木質バイオマス発電所を建設されておりました。自然の力を燃料に、燃料は

地元で出た地域残材や製材端材を使った木質チップを使用し、電気エネルギーを生み出されてお

りました。発電出力１万２，０００キロワット、世帯数でいきますと、１万世帯ぐらいだという
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ことでした。の電気を生み出し、地域の林業振興、森林の再生にも大きく寄与している企業であ

りました。

わが町は、今年４月から鶴田地内において太陽光パネルでメガソーラー発電所が完成し、売電

を始めることとなっておりますが、南部町においても森林の保全と再生、振興は重要な課題であ

り、木質を生かした自然エネルギーから再生可能エネルギーへの転換も、新しい産業の可能性が

あると確信をいたしました。

それぞれの調査地とも、これまでは行政が施策としての対応をするところを、民でできること

は民で、を基本に、有効的に地域の活性化を促されている姿勢を感じることもできました。

以上、行政調査報告といたします。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 次に、南部箕蚊屋広域連合定例議会、井田章雄君。

１０番、井田章雄君。

○南部箕蚊屋広域連合議会議員（井田 章雄君） １０番、井田でございます。南部箕蚊屋広域連

合議会について、報告いたします。

平成２６年２月１４日、南部箕蚊屋広域連合議会定例会が開催され、平成２５年度南部箕蚊屋

広域連合一般会計補正予算、平成２５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算、

平成２６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計予算、平成２６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業

特別会計予算を可決、承認いたしました。

定例会の内容でございますが、介護保険運営での平成２５年１２月末現在までの介護給付状況

説明があり、１号被保険者数８，２４０人、前年同月比１８５人の増であります。高齢化率３１．

２％、１％増でございますが、そのうち南部町でございますが、３，６４３名、高齢化率が３１．

７％でございます。次に、認定者数。これは要介護、要支援を含めてでございますが、１，５９

７人、１７人の増、認定率が１９．４％、０．５％の減であります。介護給付費１６億６，６０

６万３，０００円、前年同月１％の減、予防給付費８，３７７万８，０００円、前年同月比０．

８％の増でございます。これは南部町でございますが、要介護、要支援を含めまして、６５０名、

認定率が１７．８％でございます。次に、滞納繰り越し保険料徴収状況でございますが、収入額

１５３万８，３２０円、収納率２１．７％、南部町が収入済み額６１万９，２８０円、収納率が

１７．４％でございます。

次に、平成２５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算。１，０９５万３，０００円を減額

し、総額４億８，０６８万１，０００円とするもので、主なものは町村負担金精算見込みによる

減額、システム改修費の補正、定期巡回型など看護事業所の開設に伴う整備交付金の実績見込み
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により、減額補正。小規模多機能型居宅介護事業所の廃止に伴う国庫返還金などでございます。

次に、平成２５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算。１，９２３万２，０

００円減額し、総額を２６億９，５４３万６，０００円とするものであります。主なものは、国

県町村負担金の減額、総務費の実績見込みによる減額、給付費の実績見込みによる減額でござい

ます。

次に、平成２６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計予算。歳入歳出総額４億７，６２５万、前年

度比で１．７％の減額でございます。歳入の主なものは、町村負担金４億６，２９９万２，００

０円で、歳出の主なものは、介護保険特別会計給付費繰出金３億６，７１９万４，０００円であ

ります。その他、主なものは、一般管理費の経常経費、ウィンドウズＸＰのサポート終了に伴い、

パソコンの更新、いこい荘から天萬庁舎間の光ケーブル撤去工事であります。

次に、平成２６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計予算。歳入歳出総額２７億６，

８５０万円、前年度比２．６％の増額とするものであります。歳入の主なものは、保険料、国県

支出金、町村負担金２３億９，２２５万とするものであります。一般会計繰入金３億６，７１９

万４，０００円などであります。歳出の主なものは、総務費、保険給付費２７億２，９７１万４，

０００円、地域支援事業費１，４２７万円などでございます。

以上、報告といたします。

○議長（青砥日出夫君） 次に、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会をお願いをいたします。

細田元教君。

８番、細田元教君。

○鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員（細田 元教君） 去る２月２０日、湯梨浜町で、鳥取

県後期高齢者医療広域連合議会が開催されました。

議案は、全部で５議案、報告第１議案がありまして、それぞれちょっと詳しく言いますと、後

期高齢者医療の制度にかかわる国の動向でございますが、医療、介護など、社会保障の道筋を示

したプログラム法案がことし１月１２日に施行されました。プログラム法は、持続可能で安定的

な社会保障制度を確立することを目的に、今後の制度改正の方向性や実施スケジュールを示した

もので、高齢者医療の見直しを皮切りに、社会保障制度改革を計画から実行段階へと移っていく

ものと考えております。当広域連合といたしましては、引き続き国の動向を注視するとともに、

被保険者の皆さんがお住まいの地域で安心して医療が受けることのできるよう、構成市町村との

連携を一層密にし、制度の円滑な運営を進めてまいります。

この第１号議案には、既に保険料の改定がありまして、これが一番のメーンでございました。
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保険料の改定についてでありますが、保険料につきましてはこの後期高齢の分ですが、２年ごと

に見直しすることになっています。昨年の１１月の全協におきまして、第１回の試算、２５年９

月に行った結果、１人当たりの平均保険料の上昇率が約１４％の増となることを報告されました。

今回の改正に当たりましては、安定した財政運営を担保するため、保険料の増加はやむを得ない

ものの、医療給付準備基金を８億円取り崩し、財政安定化基金のうち、４億円の活用を鳥取県に

求めることで可能な限り被保険者の皆さんの御負担を抑え、１人当たりの平均保険料を４．２％

増としたところであります。

これを詳しく申しますと、２４年、２５年の現行の保険料は均等割が４万７７３円、２６年、

２７年度、今度の改正で基金などを繰り入れなかった場合、均等割が４万６，４５６円、所得割

が２４、２５年が７．７１％、２６、２７年が８．８％、２４、２５年度、今の保険料ですが、

これは軽減前は６万９，１０５円であったのが一切何も基金を入れなかったら、７万８，７４０

円、約１４％増となっております。これにつきまして被保険者の増加、医療の高度化に伴う医療

費総額の伸びに対応していくためには、一定程度の保険料引き上げは不可能である。一方、昨年

１０月から、年金支給額の段階的引き上げが実施されていること、また、本年４月に、消費税増

税が控えていることなど、高齢者を取り巻く環境は厳しさを増していることから、大幅な料金引

き上げは実施困難であるため、医療給付費準備基金及び財政安定化基金からの繰り入れにより、

保険料の引き上げ幅を抑制することになりました。

今、大事なことは、今後における基金残高の見込みでございますが、２５年度の末には医療給

付費準備基金、広域連合が管理している基金でございますが、１２億７，０００万ありました。

県が管理しております財政安定化基金が１１億円あります。これを２６、２７年度で医療給付費

準備基金を８億円取り崩し、財政安定化基金、県が管理している部分を４億円取り崩すことにな

り、残が２７年度の末の基金残高が医療給付費準備基金が４億７，０００万、財政安定化基金が

２億、ことし、あと来年積みますので、９億円ございます。上記基金から２５年度末時点の残高

見込みの約半額に当たる１２億円を崩して、保険料を均等割を４万２，４８０円、所得割を８．

０７％、１人当たりの保険料を７万２，０１９円、４．２２％増となることになりました。これ

が大きな今回の問題でございました。

それと、あとは議案の１号であります鳥取県後期高齢者医療広域連合、後期高齢者医療に関す

る条例の一部改正の第１点目が、今の保険料改定でございました。

第２点目が、賦課限度額を現行の５５万円から５７万円に改正したということ。

第３点目が、低所得者の均等割部分は、収入に応じて２割か７割、軽減する仕組みがあります
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が、このうち２割の軽減と５割の軽減の対象者を拡大するという条例改正でありました。これを

詳しく申しますと、２割軽減の拡大、要は軽減対象者となる所得基準を引き上げるということで

ございますが、これは夫婦世帯で、奥さんの年金が８０万以下で夫の年金ということですが、現

行では、２割軽減の方は年金収入が２３８万円以下が該当でありました。これを、今後の改正で

所得を引き上げまして、改正後は３３万が４５万になりますので、年金収入が２５０万円以下の

人が２割軽減になります。５割軽減の拡大につきましては、対象は一緒でございますが、今の現

行では、５割軽減の方は、年金収入が１９２万５，０００円以下の方がかかっておりました。こ

れが、改正後は年金収入が２１７万円以下の方が５割軽減にかかります。ということで、改正に

つきましては、５割軽減の方と２割軽減の方を対象を拡大したという条例の改正でございました。

これは全国的に見ますと、５割軽減の方が全国では６０万人ふえると。２割軽減の方も対象者が

５０万人にアップになるということが、今回の第１号議案の条例改正でありました。

あと、第２号議案は、高齢者医療特例準備基金の一部改正についてでございます。

第３号議案が、２５年度鳥取県後期高齢者医療広域連合の特別会計の補正予算であります。こ

れは実績に伴う補正予算でございまして、２２億４，２４５万７，０００円を減額しまして、総

額を７６７億６５７万７，０００円とするものでございます。

４号議案は、２６年度鳥取県後期高齢者医療広域連合一般会計は、予算が４，７５９万８，０

００円で前年度比９９．７％、１５万６，０００円の減額となっております。中身につきまして

は、議会事務局にありますので、見ていただきたいと思います。

次に、第５号議案は、２６年度鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計につき

ましては、２６年度は予算総額が７８６億１万８，０００円、前年比に対して１０１．８％、１

４億１，２２１万５，０００円の増額となっております。あと中身については詳しくはあります

が、前年と比べて特記するべきのは、今後の中にこの後期高齢者連合の中に、保健師さんを予算

措置がされておりました。これはこのように、年、月３億の医療費が増加するという大きな問題

がありまして、今までのように１４％の保険料を上げなければ回らないような内容になっており

ますので、国保の鳥取県国保関係のデータベースをもとにして、市町村の保健師さんと協力いた

しまして、保険料抑制の保健指導を充実するというような内容の話がありました。詳しくは事務

局に資料がありますので、見ていただきたいと思います。

以上、報告を終わります。

○議長（青砥日出夫君） 次に、南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合議会定例会、米澤睦雄君。

３番、米澤睦雄君。
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○南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合議会議員（米澤 睦雄君） ３番、米澤でございます。南部町

⋞伯耆町清掃施設管理組合議会の定例会について、報告いたします。

平成２６年２月２５日に、南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合議会定例会が開催されました。提

出の議案は３議案でございます。

第１号議案は、南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合ごみ処理施設設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例でございます。改正内容は、組合のごみ処理施設への直接搬入手数料の改定で

ございます。個人の持ち込みによります手数料は、現在、５０キログラム未満を１００円とし、

５０キログラムを超えた場合、１０キログラム増すごとに２０円加算するものでございますけれ

ども、改正内容は、搬入１回につき１００円とし、搬入量が４０キログラムを超える場合、４０

キログラムを超える部分につき１０キログラム当たり３０円を加算するものでございます。また、

業者によります持ち込みの場合、現在、５０キログラム未満を５００円とし、５０キログラム以

上、１００キログラム未満を１，０００円、１００キログラム以上は、１００キログラム増すご

とに１，０００円を加算するというものでございましたが、改正案は、搬入１回につき５００円

といたしまして、搬入量が１０キログラムを超える場合において、１０キログラムごとに１５０

円を加算するものでございます。ただし、枝木、草の持ち込みで１回の搬入量が２００キログラ

ムを超える場合には、５００円に１０キログラムを増すごとに２００円を加算するというもので

ございます。町でもごみの減量に取り組んでいるところではございますが、主に事業者によって

直接持ち込まれますごみの減量がなかなか進んでおらず、組合でも苦慮しているようでございま

す。

この条例改正案に対しまして、反対討論は御紹介いたします。反対討論は、直接搬入のごみの

値上げについて、町民のごみを処理する費用の分担として、直接搬入のごみだけを値上げすると

いうのは不公平な扱いだと思う。業者の直接搬入ごみについても、今後期待はするが、これまで

ふえる傾向を指摘してきた。減量化計画では、業者の搬入ごみを減らしていく努力をするはずだ

ったのに、逆にふえているという現状に問題があったと考えている。値上げ案とは直接関係ない

が、２点を指摘して反対するというものでございました。この条例の改正案は賛成多数で可決さ

れました。

第２号議案は、南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合の平成２５年度補正予算（第２号）でござい

ます。職員給与の不足分を補正するものでございまして、委託料から給料に３万２，０００円を

移すもので、補正額はゼロでございました。これは全員一致で可決しております。

第３号議案は、南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合の平成２６年度当初予算についてでございま
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す。予算の総額は、１億４，０４９万円で、２５年度とほぼ同じ規模の予算でございまして、平

成３３年までの施設維持に要する修繕料の経費をなるべく平準化し、この焼却施設をもたせてい

きたいとのことでございました。

この当初予算に反対討論がございました。反対討論でございますが、組合の大きな仕事は、ご

みの減量化で循環型社会をつくる大きな責任を負っている。業者の搬入ごみの調査などはきちん

とやって、どんどん適正な方向に向かっているというのが先進地の実績である。家庭ごみは、減

量していて大きな成果を上げているが、業者のごみの減量を頑張らなければならない。あわせて、

循環型社会に動き出すという発想が必要ではないかと思う。その発信地となるのがこの組合の役

割ではないかと思うが、その役割を果たしていくという意味で不十分さがあるので反対する。

今度は賛成討論でございますが、この事業は、伯耆町⋞南部町の町民から出た生活ごみを焼却

すること。それを反対するということは、環境を破壊することになる。２６年度の事業を反対す

るというのはいかがなものかと思う。ぜひ速やかに承認可決し、事業を進めていただきたいでご

ざいました。

第３号議案も、賛成多数で可決いたしました。

以上で、南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合議会の定例会の報告を終わります。

○議長（青砥日出夫君） 以上で諸般の報告を終わります。

⋞ ⋞

日程第５ 施政方針の説明

○議長（青砥日出夫君） 日程第５、施政方針の説明。町長から施政方針の説明を求めます。

町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） お手元に、２６年３月南部町議会定例会付議案件に係る提案理由の説明

書をお配りいたしております。これを読み上げて、施政方針の説明といたします。

本日ここに、平成２６年度南部町一般会計当初予算を初めとする諸議案につき、その概要と当

面する町政の課題について所信の一端を申し述べ、本議会を通じ議員各位を初め町民の皆様の御

理解と御協力をお願いする次第であります。

さて、４年に一度の冬季ソチオリンピックが開催され、１７日間に及ぶ雪と氷上での熱戦は日

本国民に勇気と感動を与えてくれました。中でも東北出身の選手の活躍は３．１１から丸３年、

東日本大震災からの復興に励む皆さんを大いに励ましたことと思います。引き続き開催されます

パラリンピックでも日本選手の活躍を期待したいと思います。

それでは、当初予算編成に当たっての基本的な考え方につきまして、国の予算案や地方財政計
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画なども踏まえて御説明申し上げます。

現下の経済情勢につきましては、２月の月例経済報告におきまして、「景気は、緩やかに回復

しており、その先行きについても、各種政策の効果が下支えする中で、今後も回復基調が続くこ

とが期待される。」との判断がなされております。また、日銀松江支店が発表した「山陰の金融

経済動向」でも「山陰の景気は、緩やかに回復している。」とされています。

雇用情勢では、ハローワーク米子管内の１２月の有効求人倍率は１．１７、前年同月比で０．

２７ポイントのプラスとなるなど高い水準で推移しており、地域経済も回復基調にあることがう

かがえます。

このような中で政府は平成２６年度予算の編成に当たり、昨年８月に閣議決定された「中期財

政計画」に基づき、基礎的財政収支の改善を図るなど財政健全化に取り組むとともに、平成２６

年度予算とあわせ、「好循環実現のための経済対策」として平成２５年度の補正予算を編成しま

した。経済の成長力の底上げと好循環の実現を図るなど、デフレ脱却⋞経済再生と財政健全化の

両立の実現を目指すために、今国会に提出された平成２６年度の一般会計の予算規模は９５兆８，

８００億円で、前年度比３．５％の増となっており、過去最大の規模となっております。

一方、地方財政対策につきましては、地方交付税及び臨時財政対策債が、合わせて３．５％の

減となりましたが、地方税が２．９％の増となるなど、総額で１．０％の増となり、前年度水準

を上回る額が確保されております。

それでは、南部町の新年度予算編成に当たっての考え方と取り巻く課題について申し上げます。

国の積極的経済対策を背景に、南部町の平成２６年度当初予算規模は６９億１，８００万円を

計上しました。前年度対比３．３％増のこの新年度予算は、国の進める経済対策と住民の皆様の

暮らしをしっかりと結びつける予算として子育て支援策を中心に生活密着型とし、合併以降最大

の予算規模となりました。

本年１０月に南部町は１０周年の節目を迎えますが、この１０年間を振り返って、一貫して取

り組んできた課題が行財政改革と住民自治の推進でした。地方交付税の大幅な削減とふえ続ける

行政需要の中で指定管理者制度導入等による業務の外部委託化と業務の見直し、職員数削減によ

る人件費抑制、そして平成１９年７月には「南部町地域振興区に関する条例」を制定し、町内に

７つの振興協議会が誕生、町民と行政の協働によってみずからの町をみずからでつくり上げる、

住民自治の新たな形を生み出しました。この成果の一つとして、財政面において健全化を示す健

全化判断比率、資金不足比率などが大きく改善してきました。

しかし一方で、人口減少⋞少子化への対策は結果として不十分であったと言わざるを得ません。
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これまでの１０年間の行政改革で得られた成果の一部を新年度から当面５年間、南部町は全力で

少子化対策に取り組んでまいりたいと思います。その初年度である平成２６年度は、すみれ保育

園新築事業を初めとする１９事業約６億３，２００万円を「南部町の少子化対策予算」といたし

ました。

今春からスカイマークの羽田、沖縄、札幌便の航路が拡充され、新たな地域との交流の可能性

が広がろうとしています。体験型観光、移住⋞定住、ふるさと納税などをキーワードに大交流時

代の流れを南部町がしっかりと捉えることが重要です。

また、交通の動脈である高速道路網では、そのアクセスにおくれをとっていましたが、今月１

５日にはいよいよ国道１８０号南部バイパスが開通いたします。計画から約４０年、私たちの暮

らしがこの南部バイパスによって全国の高速道路ネットワークに直接結びつきます。

そして、６月には鶴田太陽光発電所が稼働し、南部町みずからがエネルギー生産をすることで

再生可能エネルギーの利用と普及を通じたエネルギービジョンが展開されます。

私は行政の理想は、必要不可欠なサービスや制度が「空気」のように行き渡り提供されること

だと考えています。しかし、時にはリーダーシップを発揮し「風」を起こし住民の暮らしに活力

を与えることも必要です。

課題解決に向けた「風」を起こし、孔子の述べた「近き者説び、遠き者来たる」町の創造に努

めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、平成２６年度予算編成に当たり特徴的な課題について、私の５点のマニフェストに

沿って御説明いたします。

１点目は、人と環境にやさしいまちづくりの課題であります。

南部町は「人権が大黒柱のまちづくり」を人権教育の基本理念としてきました。本年１月に行

われた第２回南部町人権⋞同和教育研究集会では山積する人権⋞同和教育の課題に対し、私たち

は「差別の現実に深く学ぶ」ことを基軸とし、全ての人の共生と自己実現に向けさらに努力する

ことを改めて確認しました。気づく⋞知る⋞感じる人権の集いは年ごとに参加者が増加しており、

さらに参加しやすいものにすることで人権同和教育を身近なものにしていかなければなりません。

地域包括ケアへの人材確保は喫緊の課題です。２６年度看護⋞介護職員の育成に向け２つの事

業を盛り込みました。

１点は本定例会に条例提案いたします「西伯病院看護師育成奨学金制度」です。この新たな奨

学金制度は、看護師養成の高校専攻科や大学進学者に最大年額６６万円の奨学金を西伯病院が貸

し付けるものであります。町内の看護職を目指す青少年の夢の実現と将来の看護人材の確保を期
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待したもので、西伯病院に一定期間勤務することで償還を全額免除します。ぜひ看護職を目指す

皆さんに御利用いただきたいと願っております。

２点目は地域人づくり事業として鳥取県に造成した基金を利用し、町内法人に人材の確保と育

成を事業委託するものです。この事業の中で福祉人材確保支援事業として福祉職員１０名の人材

育成を事業委託いたします。このような施策を通じて、高齢者が住みなれた地域で医療、介護、

福祉サービスを一体的に受けられる「地域包括ケアシステム」の担い手の育成を行ってまいりま

す。

工事中の南部町大規模太陽光発電所が６月には運用開始します。総発電量１．５メガワットア

ワー、県内自治体が直営する太陽光発電所では最大の規模で、今後２０年間にわたり年間約６，

０００万円の売電収益が見込め、町民の皆様に再生可能エネルギーへの補助金強化や新規補助金

を創設し還元していくこととしています。本年１月に町民公募債を募集したところ１億円の募集

に対し１億８，０００万円を超える申し込みがあり、期待の大きさを改めて知った次第です。私

たちの業務する庁舎を初め、あらゆる公共施設は大量の電力を使用します。今後も長期的視点に

立てば、枯渇するおそれのない再生可能エネルギーへの転換はさらに進むことは必然であり、中

でも太陽光発電は南部町にとっての地産地消エネルギーとして大変有望です。未来への布石とし

て間髪を入れず、太陽光第二発電所の建設に向けて場所の選定作業に着手してまいります。

緑水湖周辺の５５ヘクタールに及ぶ町有林には広葉樹林が広がっています。本年は町内のまき

ストーブ利用者や今後利用を希望する人を結びつけ、団体化やＮＰＯ法人化を目指します。まき

材を初めとする森林資源を有効に利用するための仕組みづくりを行うことで、森林エネルギーの

有効活用を図るとともに、まきの供給基地と位置づけ、新規雇用の確保とまきの安定供給を図り、

里山再生を通じた循環型社会のモデル化に挑戦していきます。

２点目は、安心⋞安全のまちづくりの視点です。

まず、懸案であります水道統合事業について申し上げます。これまでの経過は平成１６年合併

協定書において「新町発足後、水道事業の統合及び料金体系の検討を行う」ことが決まりました

が、西伯、会見両地区は水道料金の基本料金と従量料金の体系の違いを初め、そもそも料金が大

きく異なることから進展しませんでした。平成２２年の公共料金審議会で平成２３年度と平成２

５年度に段階を分けて、西伯地区と会見地区の基本料金と従量料金を改定することがようやく決

定いたしました。

平成２４年２月には「南部町水道統合事業基本計画」の策定が行われ、新たな水源を開発する

ことで、経費の多くを必要としている落合浄水場の維持経費の縮減を図る計画が立てられ、この
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送水管計画が完了した後の平成２７年から平成２９年にかけて料金改定を行い、料金統合が完了

することがうたわれました。

平成２５年の公共料金審議会では、西伯地区、会見地区の簡易水道をそれぞれの地区の上水道

料金に統一すること、そして各基本料金を西伯地区月額３７．５円、会見地区月額５０円の値上

げを行う答申がなされました。これを受け上下水道課を中心に２月６日から２１日まで、町内９

カ所で水道料金改定説明会を開催し、１４４名の参加をいただき多様な御意見を頂戴しました。

公共料金の値上げは困るという意見もありましたが、今回の改定後も従量料金の差は大きく、

今後の料金改定を「いつ」どうするのかという質問が多かったように感じました。水道は住民の

最も基本的な生活に寄与するもので、先ほど申し上げた行政の「空気」であり、将来も「空気」

であり続けるための知恵が必要です。水道統合事業や料金統合は自治体としての公平性⋞公正性

と同時に、将来にわたっての安定給水と、それを支える水道会計の健全化が求められます。水道

事業は利用者の負担で運営することが原則であり、私の責務として、負担ができるだけ穏やかな

「風」に感じられるよう、今後も知恵を絞り検討してまいります。

次に、冒頭申し上げました「南部町の少子化対策予算」について御説明いたします。

活力あるまちを創造し維持するために少子化対策は喫緊の課題です。南部町の出生数は平成１

９年以降から７０人前後を推移しており、将来の教育環境や活力のある町まちづくりには今こそ

明確な少子化対策が必要であり、平成２６年を初年度とする「ＳＴＯＰ少子化」に全力で取り組

んでまいります。昨年から庁舎内にプロジェクトチームを設置し多面的に検討を重ねた結果、結

婚、妊娠⋞出産、子育てに対し「一貫した切れ目のない支援」を行うことが重要であるという結

論に至りました。これまで行政が担ってきた、部分的支援からさらにもう一歩踏み込み、結婚を

希望する未婚者の出会いから若者世代の暮らしを支援するまでの連続的で重層な１９施策、うち

４施策は１月補正で対応いたしておりますが、１９施策に取り組んでまいります。今後の目標は

当面３年間で１０年前の出生数、年間８８人を取り戻すことに挑戦いたします。

それでは、具体的な施策について説明いたします。

まず、結婚支援として、結婚専門コンサルタントに委託し、婚活力アップのための好感度向上

セミナーや出会いの場を設ける結婚支援事業、いわゆる婚活パーティーにより出会いの場から結

婚への後押しをします。この事業は１月補正で既に予算化いただいており、来る４月６日、日曜

日に桜花らんまんの法勝寺川沿いをメーン会場に第１回目を開催する予定であります。

出産子育て支援では１２事業に取り組みます。子供が誕生した世帯に祝い金を贈る事業をスタ

ートさせます。お子様の１歳の誕生日に、世帯の子供１人当たり５万円を誕生祝い金として支給
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します。

これまで希望が多かった一時保育を本年４月からすみれ保育園で開始します。このすみれ保育

園は施設が老朽化してきたことから移転新築し、新たに木造園舎を中心にした施設建設に着手し

平成２７年４月開設を目指します。認定こども園の機能や子育て支援センター機能を持った施設

整備を行いたいと思います。

一時保育と並んで保護者ニーズの高い、病児⋞病後児保育施設を西伯病院に建設し、無料で病

児保育を提供いたします。もちろん保育料の減免もこれまで以上に行い保護者の負担軽減を進め

ます。

さらに子育て支援として保育園などに通園する未就学児のおられる世帯へ車のガソリン券月額

２，０００円相当を補助いたします。

妊娠中を含む子育て教室の開催や男性の育児参加を応援し、教室参加者にはポイントを付与し、

このポイントで子育て応援商品と交換できるシステムを構築します。

下水道料金は乳児が満１歳になるまで無料とします。不妊治療に要する費用の助成制度をさら

に拡充し、子供を望む御夫婦の経済負担をさらに軽減させます。

小⋞中学校の給食費は消費税増税分を町負担とします。また、小学校３年生までのドリル購入

費などの教材費を全額町負担とします。

高校への通学定期券購入費の半額を助成し、公共交通の利用促進と保護者の負担軽減を図りま

す。

次に、暮らしやすさ支援では、町内で新たに移住し、新規起業する若者に起業促進奨励金５０

万円を交付します。

福成の町有地に若者専用住宅を整備し格安で入居していただくことで若者の定住促進を図りま

す。好評であれば新たな公有地利用としてさらに拡大していきます。

移住定住を促進することを目的に、土地と住宅を購入新築された方に５年間固定資産税相当額

を奨励金として交付してきましたが、新年度からは土地要件を廃止し、例えば親の土地への新築

であっても奨励金の対象とします。

さらに３世代住宅の新築⋞増改築について最大６０万円の補助金で応援します。例えば結婚を

機に町外アパートを借りていた息子さんが南部町の両親のもとに子供を連れて帰ってこられ、同

居される場合のリフォームなどに御利用いただけることを想定しています。

空き家を町が借り上げ、町がリフォーム後に転入希望者に貸し付ける空き家一括借上げ事業を

さらに推進し、移住定住を後押しします。
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町内誘致企業と連携を図り雇用の拡大に努めます。町内の誘致企業の雇用人員は、昨年５月時

点で１，１３２人、一昨年に比べ１６５人雇用者数がふえています。また、企業誘致についても

町内への進出はもちろんのこと、鳥取県西部地域への進出企業についても南部町に住所を有する

方を雇用した場合に支援する体制をとり、西部地域の市町村間の連携をとりながら雇用の拡大に

努めていきます。

以上の施策に総力を挙げ「ＳＴＯＰ少子化」に取り組んでまいります。

続いて、危機管理体制の整備について申し上げます。

間もなく３年目を迎える東日本大震災、昨年伊豆大島を襲った台風２６号による土石流、そし

て本町で昨年７月に発生した集中豪雨の衝撃は、私たちの暮らしは災害と背中合わせであり、災

害列島⋞日本の中で暮らしているという紛れもない事実を再認識させられました。南部町にとっ

て防災体制のさらなる強化は喫緊の課題です。本年４月から行政組織を見直し、防災監を新たに

任命し危機管理体制を強化します。庁舎の防災機能向上のために天萬庁舎の非常用発電装置を大

型化し非常時の業務継続を確保いたします。

また地域の実情を熟知している消防団は、地域防災の一翼を担う重要な組織ですが、農業や自

営業など地元で働く青年の減少による組織力の低下は大きな課題です。総務省消防庁は先月、消

防審議会に対し消防団を中核とした地域防災力の強化について諮問しました。この審議経過に注

目するとともに、広報や高齢者訪問など限定的活動に従事する「機能別消防団員」や「高校生の

体験入団」など組織力強化策として検討してまいります。

また一般住宅の耐震改修が進まない現状から、住宅の耐震診断⋞改修設計⋞耐震改修に対し、

新たに補助金を創設し耐震改修を支援いたします。

平成２３年９月議会で「がん征圧宣言」が満場一致で可決され、平成２４年１月からアミノイ

ンデックスによる「がんリスクスクリーニング事業」が３カ年計画で始まりました。平成２６年

度はその最終年度を迎えます。この事業によって昨年１２月までに２，１４４例、男性９２９人、

女性１，２１５人のアミノインデックス検査の結果、各種のがんが計１７例発見されました。ア

ミノインデックス検査を通じてがんに積極的に向き合い、みずからのがんリスクを知り、がん検

診を定期的に受けることで、がんに負けない社会を構築するというこの取り組みは全国で注目を

集めています。さらに、本年からはアミノインデックス検査を生活習慣病に利用し、加齢に伴う

筋肉量の低下と機能低下による生活機能低下を防止する試みも新たに始まります。このごろよく

耳にするようになった「ロコモ」は筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、

もしくは複数に障がいが起き、歩行や日常生活に何らかの障がいを来している状態をいいます。
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これまでアミノインデックス検査を受診いただいた町内２，２００人のデータからロコモリスク

が大きいと判断される６０人の方にお声かけし、運動療法によって筋肉量の減少を抑え、いつま

でも自分の足で歩き続け、健康寿命を延ばしていく試みです。

ＮＰＯとして本格稼働する「スポｎｅｔなんぶ」の運動療法に加え、味の素からは筋力アップ

のためのサプリメント提供によってロコモの予防や進行防止をバックアップいただくことになっ

ており、この新たな取り組みに注目してまいります。

３点目は、教育⋞文化のまちづくりの視点です。

コミュニティ⋞スクール制度を活用した「土曜開校」への取り組みがいよいよ始まります。２

６年度は月に１回、年間９回の土曜日午前中の開校を通じ、総合的な学習時間や特別活動を総時

間の５割程度、学力向上のための教育学習を３割程度、そしてふるさとに学ぶ学習やキャリア教

育に２割程度を試行として取り組んでまいります。これまで以上に家庭や地域と連携しながら、

子供たちの豊かな学びと育ちの創造に向けた「土曜開校」に御支援をいただきますようお願いい

たします。なお、南部町が県下で唯一この土曜開校の国庫補助対象になりました。保護者や教育

関係者を初め、コミュニティ⋞スクール、スポーツ少年団など多くの皆さんが南部町の土曜開校

に前向きに取り組んでいただける結果であり、改めて感謝申し上げ「子供は地域の宝、地域の子

供は地域が育てる」南部町の教育を私もさらに支援してまいりたいと思います。

子供たちの土曜日の過ごし方がさらに充実したものになるよう、公民館などを利用した新たな

プログラムを実施していきます。希望する子供たちに充実した土曜日を過ごしてもらう目的のこ

の取り組みは「自然体験や社会体験」を提供するもので、これも県下では南部町だけが採択にな

ったところです。

次に、学校施設改修について申し上げます。昨年会見小学校で行いました小学校グラウンドの

芝生化は子供たちに大変好評です。グラウンド芝生化によって外で遊ぶ子供の増加やけがの防止

効果、夏場の気温上昇の抑止効果を初め、子供の精神面にもよい効果があるといった御意見をい

ただいています。本年は西伯小学校グラウンドの芝生化に取り組みます。地域コミュニティーの

大切な場の一つとして、小学校グラウンドを地域の皆さんで育て活用していただければと期待し

ています。

更新時期を迎えた南部中学校の学習用パソコンをｉＰａｄに更新します。他の学校についても

更新時期に合わせてパソコンからタブレットへの更新を学校現場と協議してまいります。

会見給食センターの真空冷却器を更新し給食の安全管理を徹底いたします。法勝寺中学校では

生徒が作成する一式飾りの材料を保存する倉庫を新たに設置いたします。
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天萬庁舎３階の「まんてんホール」は、出入り口がステージ側に１カ所しかなく御不便をおか

けしていますので、後方に新たな出入り口を設置し利便性を向上させます。

平成２４年度に設立された総合型地域スポーツクラブ「スポｎｅｔなんぶ」は昨年ＮＰＯ法人

化されました。本年４月からは総合福祉センターしあわせのプール、トレーニングジムを初め施

設の指定管理を受け、さらに活動の範囲を広げることで南部町民の健康増進に取り組んでいただ

きます。このＮＰＯの安定運営への支援を通じて、広く町民の皆さんに「いつでも、どこでも、

誰でも気軽に体を動かす」機会を提供し健康増進を図ってまいります。

４点目は、産業振興など活気みなぎるまちづくりの視点です。

地域おこし協力隊を活用した２つの事業に取り組みます。まず、地域おこし協力隊は条件不利

地域の自治体に都市住民など地域外の人材を新たな担い手として受け入れ、地域力の維持と強化

を図るもので任期は最長３年間です。費用については国が特別交付税で支援し、平成２５年度全

国３１８自治体で９７８人の隊員が活動しています。２６年度２名の隊員を雇用し、体験型観光

推進事業と里山コーディネート事業を行います。

体験型観光推進事業では地域おこし協力隊員１名を雇用し、町内の歴史、文化、産業、建築物

などを観光資源として捉え、２５年度につくり上げた体験型プログラムや虹色マップをもとに、

体験型観光の企画、運営などの業務を担っていただきます。

一方、里山コーディネート事業では１名の地域おこし協力隊員を雇用し、「地域の元気を創る

庭先集荷制度」をつくり上げていきます。町内の集落ではお年寄りの方が主に自家消費用にとつ

くられる野菜が、残って捨てられるということを耳にします。このような野菜を庭先まで出向い

て集荷し、販売所までの橋渡しをすることで生産者の意欲や地域農産物の販売の向上は地域の活

力を生み出すはずです。継続できる運用方法や仕組みづくりを模索していきます。当面の活動は

高齢化が進む南さいはく振興協議会の地域を活動フィールドとして取り組んでまいります。

観光施策に打って出る体制整備に取りかかります。スカイマークの就航と航路拡大、大型客船

の入港、空前の出雲大社ブーム、そして田舎暮らしの体験を通じてゆったりとした自分時間を過

ごす体験型観光も脚光を浴びています。大交流時代が確かに訪れており、打って出る観光施策が

今求められています。新年度から観光協会に誘客のノウハウを持った専門の方をプロモーターと

して１名、町内での受け入れや調整業務の事務職員を１名雇い観光体制を整備します。観光協会

と関係機関が力を合わせ、南部町の観光情報の発信や誘客を行い、大都市圏の観光ニーズに即応

した観光メニューの磨き上げを行っていきます。

ふるさとの特産継承支援事業は、南部町の特産果樹である梨、柿、イチジクの生産技術を受け
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継ぐ農業後継者とその技術を指導⋞育成する果樹農家を支援することで、後世に特産果樹を生産

するプロフェッショナル農家を育成することを目的にした取り組みです。

昨年１２月、政府は「農林水産業⋞地域の活力創造プラン」を決定し、農政の新デザインとし

て、農業を産業政策と地域政策を両輪とする４つの改革を掲げました。中でも注目される生産現

場を強化する取り組みとして、地域内の農地利用を整理し担い手に集約⋞集積するための公的な

機関として、新たに県段階に農地中間管理機構が整備されます。本年度は、本県で中間管理機構

に指定されます財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構からの委託を受け、農家のニーズ調査な

どを実施してまいります。今後地域での話し合いが特に重要になってまいりますので、農業委員

会と連携しながら地域の将来プランと合意形成に向けて努力してまいります。

５点目は、住民参画で持続するまちと地域のまちづくりの視点です。

本年１０月、南部町は１０周年の記念すべき節目を迎えます。当初予算では「祝う」「残す」

「映す」「集う」の４事業を計上いたしました。

祝う事業では、１０月５日日曜日、ふるさと交流センターにおきまして南部町誕生１０周年記

念式典を行います。

残す事業では、この１０年間の歩みを歴史に残すため町史の編さんを行い、合併から今日に至

るまでの南部町の歴史を後世に残してまいります。

映す事業は、南部町の宝である「ひと⋞もの⋞風景」の今を写真や映像で切り取り、後世に伝

えていきます。

集う事業では、１５周年を迎えるとっとり花回廊と国立音楽院などと連携し、植樹祭跡地を利

用した野外音楽祭を行いたいと計画いたしました。

また、本年度の主要な事業には「南部町１０周年記念」の冠をつけることで１年を通じて記念

の年を盛り上げ、南部町のすばらしさを県内はもとより全国に発信し、町を元気にしてまいりま

す。

さて、地域振興協議会は発足後７年目を迎え、振興協議会ごとに特徴のある活動が年々ふえて

おり、それぞれの地域の課題解決に御努力をいただいています。

ここで各振興協議会の特徴的活動の一部を御紹介いたします。

東西町振興協議会では、昨年６月東西町コミュニティホーム「西町の郷」をオープンされまし

た。これは地域の空き家を借り上げ軽度の介護が必要な方の居場所づくりとして取り組まれた活

動で、住みなれた地域で気心の知れた方と低料金で安心して過ごしていただく施設です。運営に

当たっては看護師の資格を持った方やヘルパー資格者など、住民主導の支え愛ボランティアが活
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躍されています。高齢者が住民とのつながりの中で、可能な限り住みなれた地域で暮らせる居場

所として全国から注目を集めておられます。

天津振興協議会では、「きれいな母塚山を守ろう」を旗印に、母塚山の不法投棄ごみ回収作業

を地域挙げて取り組んでおられます。火の神を産んで命を落としたイザナミを葬った地との伝承

や山頂から望む大山、弓ケ浜半島の景色は絶景で、近年多くの方が訪れる場所になりました。子

供から大人までが一緒になって取り組まれているこの地道な清掃活動は、地域の歴史と同時にこ

こに生きる誇りを伝える場にもなっています。

大国地域振興協議会では、ため池の現地点検やハザードマップづくりを通じて、集中豪雨など

の異常気象時に身近に存在するため池の危険から身を守る取り組みをされています。地域の高齢

化や農地の荒廃がため池の崩壊につながるという視点は、行政も今後の防災計画に取り入れる必

要があると感じています。また、子供たちに地域で遊ぶ楽しさを提供する「山あそび」は大変好

評だと聞いています。「地域の子供は地域が育てる」この実践活動は地域内外から注目されてい

ます。

法勝寺振興協議会では、子ども見守り隊の活動が活発です。青パトによるパトロールを初め、

小学校前交差点での下校見守りとご近所見守り隊。「気をつけて帰れよ」の声に子供たちも元気

に答えています。

小学生農業体験事業は西伯小学校の１年⋞２年⋞５年生を対象に、振興協議会の地域づくり部

の皆さんが中心になって、子供たちにみんなで力を合わせる農業の楽しさや食べ物の大切さを伝

える活動をしておられます。１年生にサツマイモの苗植え、お兄さんお姉さんになった２年生は

トマト、キュウリ、ゴーヤ、トウモロコシなどの野菜づくりに挑戦し、５年生になるとモチ米栽

培に挑戦します。つくった野菜などは学校給食でおいしくいただきます。

南さいはく振興協議会が鳥取県森林環境保全税関連事業として、森林公園「森の学校」で開催

されたキノコづくり教室を紹介します。クヌギ苗の植栽や自然観察員、桐原真希さんの「もりの

めぐみ」のお話、鳥取県日野農林局林業課と日本きのこセンター職員による指導と南部町のしい

たけ部会の御協力など、多くの皆さんの御支援で行われました。当初５０人の募集に対し７１人

の参加と大好評で、参加された皆さんは緑水湖畔の木漏れ日の中で１日楽しく過ごされました。

あいみ手間山振興協議会はエコツーリズム手間山と銘打って取り組まれる要害山の整備を御紹

介します。この通称「手間要害」は、古事記神話の舞台として、あるいは山陰有数の規模を有す

る戦国期の山城として、その伝説や熾烈な攻防を今に語り伝えています。振興協議会では、この

郷土のシンボルである手間要害が荒れ果て、登山が困難な状態だったものを整備してこられまし
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た。一昨年には自然観察員、桐原真希さんの「この山には珍しい木がたくさんある」という言葉

をヒントに解説樹木プレートを設置されました。今では気軽に楽しめるトレッキングコースとし

て親しまれており、１時間かけて登った山頂からは田住や大山がきれいに見えます。地域の力で

宝を磨くすばらしい実践例です。

富有の里振興協議会では地域版防災マップを活用した防災訓練を御紹介します。昨年、御内谷

区で行われた防災訓練では、社会福祉協議会の補助金で整備されたリヤカーや担架を実際に操作

し、援助が必要な高齢者などを避難所に誘導する訓練が行われました。集落単位での避難訓練は

参加された皆さんも初めてで、担架を使って家から道路まで運び、道路移動はリヤカーが活躍す

ることなど、この活動を通じて援助が必要な高齢者避難について認識を深められました。ほかに

も市山と今月は金田で防災避難訓練を支援されるそうです。自主防災組織は訓練を通じて組織を

見直すことが大切で、富有の里振興協議会の集落への訓練支援は地域防災力の向上に大変効果的

な取り組みであると思います。

私は、この振興協議会がなかった場合のことをよく考えます。東西町の「西町の郷」を行政が

できたであろうか。母塚山の歴史や景観がよくても、その管理や維持を行政ができるのだろうか。

大国のように地域のおやじたちが集まって子供と山遊びをすることができたのか。歴史のある西

伯小学校の農業体験は続けられたか。森の学校でシイタケの原木に駒を打つことを行政だけの力

でできるか。手間山を散策道として維持することを初め、あの多彩な活動を行政主導でするのか、

できるか。賀野地区の見守りシステムや集落訓練支援は行政が見習わなければならないのではな

いか。

その地に住み暮らす方たちが、その地域を磨き輝かせるすばらしさ、当初夢に描いていた以上

の進化に改めて「間違いではなかった」と実感しております。

関係各位の地域に対する並々ならぬ熱い思いと、御努力に深甚なる敬意と感謝を改めて表する

ものです。

次に、特別会計及び企業会計予算の概要を説明いたします。

まず特別会計では、国民健康保険事業特別会計から説明してまいります。

今回上程しています３月補正予算では３，０３５万円の基金繰り入れをお願いし、本年度の予

算規模は１４億１，９９５万円と当初予算に比べ１，０２３万円の増となります。これにより平

成２５年度末基金残高は底をつき、いよいよ厳しい会計運営が予想されています。

医療給付費の主な内訳では、一般療養給付費が前年に対し４．８％、月平均３０２万円ずつ増

加しておりますし、一般高額療養費も前年に対し２８．４％、同じく月平均で１９４万円ずつ増
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加している現状です。医療費の内容分析によりますと、悪性新生物と循環器疾患が原因と思われ

る疾病による医療給付が大きいことがわかってきました。その原因となる生活習慣に着目した健

診や保健指導を行いながら、生活習慣病の予防を通じて医療費の適正化を目指してまいります。

また、新年度からは名称を新たにした国民健康保険室に専従保健師等を配置することで組織体制

を充実させ、重点的な保健事業による安定的運営を目指してまいります。

住宅資金貸付事業特別会計は、住宅新築資金の償還に係る予算を計上しております。借り受け

者の高齢化や経済状況などから回収困難なケースも多く滞納額の縮減が進まない状況にあります。

保証人の方も含め粘り強く督促しながら回収に努めてまいります。

農業集落排水事業特別会計では、２５年度末での普及率は８６．４％と見込んでおります。昨

年は戸別調査訪問や広報活動に努め、１２月時点で１０戸の新規接続を行いました。引き続き加

入促進を図りたいと考えています。２４年９月から１６カ月にわたって兵庫県養父市の処理水を

会見処理場で試験的に利用して汚泥減容化調査を行ってきましたが、改善効果が余り認められま

せんでした。２６年度は汚泥の分解促進を進める「オーディライト」を使用し効果を調査いたし

ます。

浄化槽整備事業特別会計では、平成２５年度末の見込みで整備率５７．８％です。平成２６年

度は一般家庭の整備に１０基を新設予定としています。引き続き設置希望の広報、未加入世帯の

調査⋞訪問を行い接続率の向上に努めてまいります。

公共下水道事業特別会計は、２５年度末の見込みで接続率は９０％です。公共下水処理施設と

南部町⋞大山町⋞日吉津村で運営している西伯みのりの郷の維持管理経費を計上いたしています。

墓苑事業特別会計では、墓苑の維持管理経費と未使用墓地の使用料、償還金を計上しています。

現在８基を公募しておりますが、購入者は昨年から横ばいで推移しています。

後期高齢者医療では、被保険者数の増加、医療の高度化に伴う医療費総額の伸びに対応してい

くためには、一定程度の保険料率引き上げは不可避であります。去る２月２０日に行われました

鳥取県後期高齢者医療広域連合議会で平成２６、２７年度保険料を４．２２％の引き上げを行う

ことが決定いたしました。約１２億円の基金繰り入れをした上での料金改定で、仮に繰り入れが

なかった場合は、約１４％の料金引き上げになるとの試算でした。国民健康保険事業特別会計と

同様に未病の段階から食生活の改善、運動習慣の定着など、さらにきめ細やかな保健活動が必要

です。また医療費の適正化の推進では、これまで取り組んできましたジェネリック通知によって

昨年度は切りかえ率１７％から２１．５％と伸びていますので、今後も重点施策として取り組ん

でまいります。
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太陽光発電事業は、本年度鶴田残土処分場跡地２．９ヘクタールに１．５メガワットアワーの

太陽光発電所を運営するための特別会計で、稼働初年度の本年は、売電収入を５，８３２万円計

上いたしました。

次に、企業会計ですが、水道事業会計から説明してまいります。

水道事業会計では、南部町水道統合事業基本計画に基づき平成２４年度から着手しました朝金

落合送水計画は当初計画から１年おくれて２７年度完成に向けて工事進捗しています。料金統合

については私のマニフェストで御説明いたしましたように月額基本料金を西伯地区３７．５円、

会見地区５０円の値上げお願いし、簡易水道との料金統合を本議会に提案しております。また、

地方公営企業会計制度の見直しによって、平成２６年度決算から新会計制度に移行することから、

南部町の公営企業会計におきましても新年度予算から新会計基準によって予算編成いたしました

ので、よろしくお願いいたします。

病院事業会計では、新年度病院事業収益を２４億７，４０６万円とし、対前年度比６，２９９

万円増の予算を計上いたしました。昨年設備更新した最新のＣＴ、マンモグラフィーを初めとし

た医療機器を有効に活用し、住民の皆様が住みなれた南部町で安心して暮らし続ける御支援を、

医療を通じて提供してまいります。

在宅生活支援事業会計は、在宅生活を支える地域密着型の訪問看護ステーションとして町内医

療機関と連携し、効率的な業務運営と質の高い安心される訪問看護サービスの提供に努めてまい

ります。

以上が一般会計、特別会計及び企業会計の概要であります。本定例会ではこのほか平成２５年

度補正予算、条例関係を初め総数で３７議案を上程しておりますので、詳細は後ほど説明いたし

ます。

以上、平成２６年度南部町一般会計予算案を初め付議案件に係る提案説明と主要施策について

申し述べました。

いずれの議案も特に町民生活に深くかかわり、町政の推進には重要な議案ばかりでございます。

議員各位におかれましては慎重御審議の上、全議案とも御賛同いただき御承認賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げ提案説明といたします。

⋞ ⋞

日程第６ 予算決算常任委員会の調査報告について

○議長（青砥日出夫君） 日程第６、予算決算常任委員会の調査報告についてを議題といたします。

この調査につきましては、水道事業について、地方自治法第１０９条第２項の規定により、全
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議員で構成する予算決算常任委員会において調査を行ったものであります。

予算決算常任委員長の報告を求めます。

１１番、予算決算常任委員長、秦伊知郎君。

○予算決算常任委員会委員長（秦 伊知郎君） 予算決算常任委員長です。

予算決算常任委員会で水道事業に関する調査研究会を１月の１０日、１月の３１日の２日間持

ちました。合併協定書、公共料金審議会の答申、水道料金の推移、水道統合事業基本計画概要書、

住民説明会の資料等を担当課に求め、委員会を実施しております。

委員会の内容につきましては、全議員が参加での委員会でありますので省略させていただきま

す。

なお、今回３名の議員が一般質問で水道事業を取り上げておられます。委員会での審議が大い

に参考になっただろうと考えております。以上です。

○議長（青砥日出夫君） ここで休憩をいたします。再開は２時５０分。

午後２時３５分休憩

午後２時５２分再開

○議長（青砥日出夫君） 再開いたします。

⋞ ⋞

日程第７ 議案第２号 から 日程第４３ 議案第３８号

○議長（青砥日出夫君） お諮りします。この際、日程第７、議案第２号、平成２５年度南部町一

般会計補正予算（第７号）から、日程第４３、議案第３８号、平成２６年度南部町在宅生活支援

事業会計予算までを一括して説明を受けたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 異議なしと認めます。よって、日程第７、議案第２号から日程第４３、

議案第３８号までの提案説明をお願いします。

総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。平成２５年度南部町一般会計補正予算のほ

うを御説明いたします。

議案第２号

平成２５年度南部町一般会計補正予算（第７号）
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平成２５年度南部町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３２４，７５２千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ６，９７３，８４８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

６ページのほうをお開きください。まず、繰越明許費の補正でございます。追加といたしまし

て４件お願いするものでございます。農林水産業費の林業費、広域基幹林道事業５３６万２，０

００円。土木費、道路橋梁費の橋梁長寿命化改修事業１，７５０万円。土木費、道路橋梁費、ス

トック点検事業、これは経済対策でございますが、５１０万円。土木費の道路橋梁費、道路維持

事業でございます。５９６万１，０００円でございます。合計４件で、３，３９２万３，０００

円でございます。

次に、変更でございますが、災害復旧費の公共土木施設災害復旧費でございます。河川災害復

旧事業、補助事業でございますが、５，７８９万円を６，１６２万７，０００円とするものでご

ざいます。

続きまして、地方債の補正でございます。変更といたしまして６事業を予定しております。起

債の目的といたしまして、道路整備事業債を限度額３，１６０万円から２，７８０万円に減額で

ございます。防火水槽整備事業債７３０万円を６２０万円に減額でございます。防災行政無線デ

ジタル化改修事業債４億１，７００万円を２億９５０万円に減額でございます。水道統合事業１，

５４０万円を１，４７０万円に減額でございます。農林水産業施設災害復旧事業７，２４０万円

を５，２１０万円に減額いたします。公共土木施設災害復旧事業８，２３０万円を８，７７０万

円に増額をするものでございます。合計といたしまして、６億２，６００万円を３億９，８００
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万円とするものでございます。

なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。

１７ページのほうにお進みください。歳出のほうから御説明いたします。今回の歳出に当たり

まして人件費につきましては、職員の異動等を最終的に調整したものでございますので、これに

つきましては説明を省略させていただきます。また、総じて事業の実施に伴います確定によりま

す事業の減額が多うございますので、そのことは頭に入れておいていただきますようにお願いい

たします。

まず、総務費のほうでございますが、主なものから説明していきます。総務費の４目ＣＡＴＶ

管理費でございます。１６８万９，０００円を増額いたしまして、５，００６万２，０００円と

するものでございます。これはＣＡＴＶの支障工事が多くなりました関係で、その工事費のほう

を上げさせてもらっているものでございます。

それから、１６目企画費でございますが、１，５０６万５，０００円を減額いたしまして、４

億２，５９４万３，０００円とするものでございます。主なものといたしまして、西部広域行政

管理組合の負担金のほうが減額となりましたので、この分を補正するものでございます。主に、

清掃事業の関係の事業が減っているところでございます。

それから、次ページのほうでございますが、２款総務費の３目参議院議員選挙費でございます。

１４７万円を減額いたしまして、６３１万９，０００円とするものでございます。これは参議院

選挙の実績によりまして減額するものでございます。主には、職員手当等が減額理由となってお

ります。

それから、はぐっていただきまして１９ページでございます。３款民生費、１目社会福祉総務

費でございます。１２６万６，０００円を減額いたしまして、２億８，６４４万５，０００円と

するものでございます。主なものといたしまして、臨時職員雇用、次のページのほうにあります

が臨時職員雇用、福祉事務所と書いておりますが、１名の雇用を減じておりますので、この分の

影響が大きいものでございます。

２目の障がい者福祉費でございます。４９５万７，０００円を減額いたしまして、２億５，８

１１万円とするものでございます。これは主に補装具とか、あるいは特別障害者手当等の支給事

業、それから地域生活支援事業等によりまして、実績によりまして落とさせていただくようなも

のがたくさんあったということでございます。

それから、４目の高齢者福祉費でございますが、１，９１７万３，０００円を減額いたしまし

て、４億１，８９２万７，０００円とするものでございます。大きなものといたしましては、介
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護保険対策事業ということで南部箕蚊屋広域連合の負担金でございますが、１，５４７万４，０

００円の減額があっております。

それから、次ページ、２１ページでございます。同じく民生費の５目特別医療費でございます。

５００万円を減額いたしまして、７，４６８万９，０００円とするものでございます。これは特

別医療費事務費のほうで扶助費のほうが実績見込みによりまして減りましたので、この分を減額

するものでございます。

６目の後期高齢者医療費につきましても同様に給付費等の減額でございまして、５３０万３，

０００円を減額いたしまして、１億９，０６３万４，０００円とするものでございます。

次の民生費の児童福祉費の中の１目児童福祉費総務費でございます。１０３万１，０００円を

減額いたしまして、５０２万２，０００円とするものでございます。これは母子生活支援施設の

入所措置でございますが１名予定しておりましたが、該当ありませんでしたので減額をするもの

でございます。

その次の２目児童措置費でございますが、１８６万６，０００円を減額いたしまして、８１５

万９，０００円とするものでございます。これは保育園の広域入所の関係で、利用者の減がござ

いましたので減額するものが主なものでございます。

その次の４目ひとり親家庭福祉費でございますが、４０１万円を減額いたしまして、３，９６

７万９，０００円とするものでございます。これは児童扶養手当の減額が２７０万円、それから、

高齢者機能訓練促進費事業の扶助費ですが、１名分見込んでおりましたが、これは該当ありませ

んでして、減額をするものでございます。

次に、５目の保育園費でございます。２９０万７，０００円を減額いたしまして、３億９，７

７３万３，０００円とするものでございます。主なものといたしまして、保育園の人件費以外に

なりますと保育士の報酬等が減額になっております。

それから、子育て支援費、６目でございますが、３９４万１，０００円を減額いたしまして、

２，３０５万５，０００円とするものでございます。これは放課後児童クラブで長期利用者、あ

るいは障がい者加配等を予定しておりましたものが当初見込みよりも少のうございましたので、

減額をするものが主なものでございます。

それから、ページをはぐっていただきまして、２３ページでございます。生活保護費の２目扶

助費でございます。１，３５９万７，０００円を減額いたしまして、１億２９５万６，０００円

とするものでございます。これは生活保護の支給額の見込みが減額になることになりましたので、

減額をさせていただくものでございます。
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次、４款衛生費の保健衛生費、２目の予防費でございます。９１１万２，０００円を減額いた

しまして、３，０５７万９，０００円とするものでございます。主なものといたしまして、子宮

頸がんのワクチン接種が事業の関係で控えられました。これは全国的な話がありましたが、この

ために大きなものが減額となっております。

それから、次ページでございますが、３目の健康増進費でございます。１，２６２万４，００

０円を減額いたしまして、５，９４７万６，０００円とするものでございます。これは主に健診

の関係の費用を実績によりまして減額するものでございます。

４目の母子衛生費でございますが、２５６万６，０００円を減額いたしまして、８７７万９，

０００円とするものでございます。これは妊婦乳幼児健康診査事業でございますが、これは妊婦

健診の実績が減になりましたので、この関係で減額をさせてもらうものでございます。

次に、４款の３項病院費、１目の病院費でございます。８，６１３万３，０００円を増額いた

しまして、４億２，５５６万９，０００円とするものでございます。これは交付税分が確定いた

しましたので、その分を病院のほうの事業費のほうの負担金補助のほうで出すものでございます。

５款農林水産業費の農業費、５目の農業振興費でございます。１，９４９万９，０００円を減

額いたしまして、１億３４６万４，０００円とするものでございます。主なものといたしまして、

中山間等の直接支払い推進事業。これは集落協定の額が確定しましたので、そのために減額させ

てもらうものでございます。

あと、はぐっていただきますと２５ページになりますが、次世代鳥取梨ブランド創出事業。こ

れにつきましては、他の事業を活用された方がありましたためにこの該当事業の使用が少なくな

った。あるいは新規就農総合支援事業につきましては５名予定しておりましたが、２名というこ

とになりました関係で減額をさせてもらっているものでございます。

７目の緑水園管理費でございます。１，０００万を減額いたしまして、１，２４７万３，００

０円とするものでございます。これは緑水園の貸し付け希望がございませんでしたので減額する

ものでございます。

８目の畜産業費ですが、９０３万２，０００円を減額いたしまして、２１万２，０００円とす

るものでございます。これは市場価格の低迷によりまして今年度事業を見送られた関係で、事業

費全額の関係を落とすものでございます。

９目農地費でございますが、５２５万円を減額いたしまして、１，２４８万６，０００円とす

るものでございます。これはしっかり守る農林基盤整備事業のほうで事業実施の関係で、実績額

に落とさせていただくものでございます。
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１０目の地籍調査費ですが、７８２万２，０００円を減額いたしまして、８，７２４万６，０

００円とするものでございます。これは主に委託料の指名請負等の減によりまして減額するもの

でございます。

次ページ、２６ページですが、林業費の２目林業振興費でございます。１，３４４万１，００

０円を減額いたしまして、５，１５６万６，０００円とするものでございます。造林事業、それ

から林道管理事業等につきましては、実績により行うものでございます。あるいは緑の産業再生

プロジェクト事業につきましてはレングスのほうの事業で、これも実績によりまして減額するも

のでございます。

はぐっていただきまして、２７ページでございます。７款土木費の２項２目道路新設改良費で

ございます。２，４６７万２，０００円を減額いたしまして、８，２２６万４，０００円とする

ものでございます。これは主に道路改良の関係でございますが、道路関係の事業費の関係等によ

りまして、実績等によりまして減額をさせていただくものでございます。また、交付金のほうで

予定しておりました事業が、交付金の来た額が少なくなったということで事業費間の実施を見直

しておりますので、その関係でも減額となっております。

それから、８款の消防費、１項１目非常備消防費でございます。２億７５４万６，０００円を

減額いたしまして、２億３，３５４万５，０００円とするものでございます。これは防災行政無

線デジタル化改修事業につきまして入札によりまして、事業実施の額が減ったということでござ

いまして減額をさせていただくものでございます。

次ページでございますが、消防施設費でございます。１１２万９，０００円を減額いたしまし

て、１，４９０万３，０００円とするものでございます。主なものといたしまして、防火水槽２

基設置しておりますが、その入札減等でございます。

それから、９款教育費の小学校費、１目学校管理費でございます。３６４万６，０００円を減

額いたしまして、７，７２０万１，０００円とするものでございます。これは会見小学校の芝生

化事業ということで事業費が確定しましたので、この分を減額させていただくものでございます。

はぐっていただきまして、２９ページでございますが、今度は中学校費でございますけども、

１目学校管理費でございます。１５８万５，０００円を減額いたしまして、６，２５０万７，０

００円とするものでございます。これは南部中学校の体育館の屋根を修理しておりますが、その

関係での入札減等でございます。

教育振興費のほうでございますが、２２８万５，０００円を減額いたしまして、１，２４２万

２，０００円とするものでございます。主には、法中の教育振興費の関係で、法中の貸し切りバ
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ス等の利用が少なくなったということで、その分を減額させていただいておるところでございま

す。

それから、１０款災害復旧費でございますが、農林水産業施設災害復旧費の１目農地災害復旧

費でございます。４９０万円を減額いたしまして、４，０２８万７，０００円とするものでござ

います。これは委託料でございますが、測量設計等の入札減によりまして減額をさせていただく

ものでございます。

次の２目の農業用施設災害復旧費につきましても同様に、入札減となりまして３１０万円減額

いたしまして、３，１８４万９，０００円とするものでございます。

次に、公共土木施設災害復旧費でございますが、１目の道路橋梁災害復旧費でございます。４

０１万円を減額いたしまして、７，２８２万１，０００円とするものでございます。これは事業

の実施見込みが減になったもの、それから、入札等によりまして減額になったものということで

減額させていただくものでございます。

それから、２目の河川災害復旧費でございますが、４０１万円を増額いたしまして、７，３０

１万７，０００円とするものでございます。これは河川災害復旧事業の補助でございますが、こ

れは実績によりまして工事請負費のほうをふやしました関係で、増額をさせていただくものでご

ざいます。

それから、１１款の公債費でございます。まず、公債費の利子のほうでございますが、２０３

万２，０００円を減額いたしまして、８，９６５万３，０００円とするものでございます。これ

は２５年３月に利率の見直し等が行われまして、その償還表が変わったことが１点と、それから、

新しく借りる起債がその借入時期、それから、借入利率が当初見込んだ額とは違ってきておりま

すので、その関係で減額となるものでございます。

歳出は以上で、１０ページにお戻りいただいて、歳入のほうを御説明いたします。歳入予算に

つきましては、先ほどの歳出のほうの関係で影響するものにつきましては、その分がここに反映

されていると考えてやっていただきたいと思います。

２款の地方譲与税から始まりまして次ページの地方交付税まで、これは額の確定によりまして

今回増減の補正をさせていただくものでございます。大きなものといたしましては、地方交付税

のほうが８，９５２万円を増額いたしまして、３２億２，９５２万円とするものでございます。

それから、１２款の分担金及び負担金でございますが、１目農林水産業費分担金でございます。

７４６万８，０００円を減額いたしまして、５０２万１，０００円とする。これにつきましては

先ほど申しましたが、農地災害の関係での分担金が減額になっておりますので、その分で落とさ
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せていただくものでございます。

それから、次ページの１４款国庫支出金でございます。国庫負担金の１目民生費国庫負担金で

ございますが、１，８５９万６，０００円を減額いたしまして、３億３，８２９万１，０００円

とするものでございます。主には、生活保護費の負担金のほうが大きいものでございます。

それから、２目の災害復旧費国庫負担金でございますが、５５５万４，０００円を減額いたし

まして、５，７９０万１，０００円とするものでございます。これも事業の確定によりまして、

その分の減額をさせていただくものでございます。

それから、国庫補助金のほうでございますが、１目土木費国庫補助金でございます。１，４１

６万９，０００円を減額いたしまして、５，０６５万９，０００円とするものでございます。こ

れは橋梁道路改良事業に充当していた社会資本整備総合交付金の配分予定が減額になりまして、

その分を減らすものでございます。また、防災⋞安全交付金につきましては、これはストック点

検に充当しておりますが、この分についてはふえておりますので増額を差し引いたと。その差し

引きが今回の補正額となっておるところでございます。

それから、はぐっていただきまして１３ページでございます。国庫補助金のほうの６目総務費

国庫補助金でございます。１３７万５，０００円を増額いたしまして、９，５７１万９，０００

円とするものでございます。これは地域の元気臨時交付金でございまして、昨年のときの見込み

が、大体、平成２４年度の地方負担額の８から９割が来るという予定をしておりまして、計算で

は８．７７と計算しておったところでございますが、実際に来ましたところが９割で来ました関

係で、その差額分を増額補正をさせていただくものでございます。

それから、次ページになりますが、１４ページでございます。県支出金の県補助金でございま

す。４目の農林水産業費県補助金につきましては、３，１２５万５，０００円を減額いたしまし

て、１億４，３５１万７，０００円とするものでございます。先ほど歳出のほうで説明いたしま

した事業の関係での県の負担金部分を減額させていただいているものでございます。

６目の災害復旧費補助金につきましては、２，０６０万円を増額いたしまして、６，０４５万

７，０００円とするものでございます。これは補助率が上がった関係で、その分の増額をさせて

いただくということになります。

はぐっていただきまして１５ページでございますが、１８款繰入金でございます。基金の繰入

金ということで、１目の財政調整基金繰入金でございます。５，０００万を減額いたしまして、

ゼロとするものでございます。これは財政調整基金を繰り入れる必要がなくなったということで、

減額をさせていただくものでございます。
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２目の減債基金繰入金につきましては、１億９，７２０万円を減額いたしまして、２億７，３

４８万１，０００円とするものでございます。これも必要額の減少ということで、減額をさせて

いただくものでございます。

１９款の繰越金につきましては、１目繰越金でございますが、１億３，５３７万６，０００円

を増額いたしまして、１億８，６１０万８，０００円とするものでございます。これは前年度か

ら繰り越しておりました繰越金の残り部分でございまして、今回全て予算のほうに計上させてい

ただくものでございます。

２０款の諸収入でございます。貸付金元利収入ということで、２目農林水産業費貸付金元利収

入１，０００万減額いたしまして、ゼロとするものでございます。これは先ほど説明いたしまし

たが、緑水園の貸し付けがありませんでしたので、その分を減額するものでございます。

それから、次ページでございますが、雑入でございます。４目雑入で、１，０１２万１，００

０円を減額いたしまして、９，５６１万６，０００円とするものでございます。主なものといた

しまして、南部箕蚊屋広域職員派遣給与支払い委託金のほうが減額になっているものでございま

す。

それから、２１款町債でございます。３目消防費でございますが、２億８６０万円を減額いた

しまして、２億１，５７０万円とするものでございます。これは防災行政無線デジタル化改修事

業債のほうが事業費が減りました関係で、減額するものでございます。

６目の災害復旧事業債１，４９０万円減額いたしまして、１億３，９８０万円とするものでご

ざいます。これはそれぞれの災害復旧事業でございますが、補助がふえたために起債額が減った

ということでございますので、よろしくお願いいたします。

３１ページのほうにお進みください。給与費の明細書でございます。一般会計でございますが、

特別職のほうは補正前、補正後、そこに書いておりますが、比較といたしまして報酬のほうが３

５万７，０００円ふえております。これはすみれ保育園のほうの非常勤保育士の報酬でございま

すが、加配の子供がありました関係で、加配職員を配置した関係でふえているものでございます。

それから、次のページの一般職のほうでございますが、給与費のほうが２６５万３，０００円、

それから職員手当が１１２万９，０００円、合計で３７８万２，０００円が減っておりますが、

この主な原因といたしましては、次ページはぐっていただきますとその他の増減分というところ

に書いておりますけども、この金額につきましては休職者が当初復職予定、時期が来まして復職

予定をしておりましたが、またさらに休職が延びた関係で、その予定したものが不用になったと

いうことでございます。
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それから、次に３４ページでございますが、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度

末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。今回の起債の増減等を行

いまして当年度起債発行見込み額が７億１，２６０万円。それから、当該年度の償還元金見込み

額が８億１，３９１万３，０００円でございまして、差し引き１億１３１万３，０００円の減と

なります。１月末のときの前回の臨時議会で報告しましたものからこれを減額いたしますと、今

年度の現在高見込み額につきましては、７３億１，３２９万７，０００円となるものでございま

す。

以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長でございます。議案第３号、平成２５年度南部町

国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について御説明いたします。

議案第３号

平成２５年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

平成２５年度南部町の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８１７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１，４１９，９５９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

今回の補正は、２５年度実績見込みによりまして補正しております。歳出では、保険給付費が

当初見込みよりも増加したことによります増額補正でございますし、歳入としましては、交付金

の額の確定によりまして減額補正が主なものになっております。

歳出のほうから御説明いたします。８ページをお開きください。総務費、一般管理費ですが、

５７万４，０００円を増額し、７７４万円とするものでございます。これは前期高齢者の自己負
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担割合が１割に据え置かれたことによる受給者証の交付、システム改修に係る費用でございます。

２款保険給付費ですが、１目一般被保険者療養給付費を３，２９８万５，０００円増額補正い

たしまして、７億９，３０２万５，０００円とするものです。これも１１月診療分までの実績を

見込みまして増額をお願いするものです。

２目退職被保険者等療養給付費ですが、８８９万２，０００円を減額し、８，６１６万９，０

００円とするものです。療養給付費といたしましては、やはり一般被保険者の方が高額な医療を

受けられた方が多かったということが考えられます。

２項の高額療養費ですが、高額療養費も同様に一般被保険者の方のほうを増額させております。

１目一般被保険者高額療養費です。４７８万５，０００円を増額し、１億４１９万４，０００

円としております。

次のページ、９ページですが、退職被保険者等高額療養費です。２５６万円を減額し、１，４

２５万９，０００円とするものでございます。

それから、６款の共同事業拠出金は、県の決定によるものでございます。

それから、７款保健事業費です。１目特定健康診査等事業費です。２５４万３，０００円を減

額し、７０３万１，０００円とするものです。これは健康診査を受けられる方の人数を実績によ

りまして減額しております。委託料、負担金補助及び交付金ということで、医療機関に払う金額

を減額しております。

次、２項の保健事業費です。１目保健施設普及費は、１９９万８，０００円を減額し、２６１

万７，０００円とするものです。これは人間ドックの費用でございまして、これも見込んでいた

方よりも受けられた方が少なかったということで、委託料の減額をしております。１０ページで

す、済みません。

同じく１０ページですけども、２目健康施設管理費で、３２万１，０００円を減額しておりま

す。１，３１５万２，０００円とするものです。これは保健師の異動による人件費の減額です。

それから、８款諸支出金、１目直営診療施設勘定繰出金です。６９８万３，０００円を増額し、

６９８万４，０００円とするものでございます。これは西伯病院が実施しております保健事業な

どの業務に対する特別調整交付金を支出するものでございます。

次に、５ページにお返りください。歳入についてでございます。１款１項国民健康保険税です。

総額でございますが、計のところですが、１３９万６，０００円を減額し、２億３，８３７万６，

０００円とするものでございます。これは今年度の保険税額の調定見込み額で、現年度分の収納

率ですが、９３％見込み額として予算するものです。
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続きまして、下の６ページでございます。３款国庫支出金、１項国庫負担金の総額でございま

すが、４，４０１万８，０００円を増額し、２億６，３０２万１，０００円とするものでござい

ます。これは歳出の療養給付費などの２５年度見込みにより交付額を見込んでおります。

３款国庫支出金、２項国庫補助金の１目財政調整補助金です。これは６９８万４，０００円を

増額し、１億３９９万１，０００円とするものです。この６９８万４，０００円は、先ほどの西

伯病院へ支出します特別調整交付金です。

それから、４款療養給付費等交付金から次のページの７款共同事業交付金までは、県の交付決

定額、あるいは見込み額による補正でございます。その中で大きなものがございますが、６ペー

ジの５款前期高齢者交付金です。これは当初見込みましたものより減額になっておりまして、６，

４０８万９，０００円の減額で、３億４，４９４万８，０００円となっております。

はぐっていただいて、７ページですけども、１０款の繰入金です。２目基金繰入金を３，０３

５万円増額し、５，５３５万円とするものでございます。決算見込みによりまして財源不足を繰

り入れております。

人件費の移動がございましたので、１１ページをごらんください。保健師の異動によりまして

給料が２４万５，０００円の減額、職員手当６万５，０００円の減額、総計３１万円の減額とし

ております。

以上につきまして、御審議、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長でございます。引き続き、議案第４号、平成２５

年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について御説明申し上げます。

議案第４号

平成２５年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度南部町の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，９９２千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１２３，７２８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

歳出から御説明いたします。５ページをごらんください。２款分担金及び負担金の１項広域連

合負担金でございますが、分賦金の納付額の確定によりまして２０２万円を減額し、１億１，７

７０万５，０００円とするものでございます。

４款保険事業費、１項健康保持増進事業費でございます。これも健診の受診人数が当初の見込

みよりも少なかったことによりまして３０５万１，０００円を減額し、４２８万１，０００円と

するものでございます。

続きまして、歳入を御説明いたします。上の４ページでございます。１款１項後期高齢者医療

保険料でございますが、滞納繰り越し分を２２万７，０００円予算しておりましたけども、金額

が少なかったので減額ということで、２２万７，０００円を減額いたしまして、７，９０９万円

としております。

それから、３款１項繰入金でございます。事業費の実績見込み、基盤安定繰入金の額確定によ

りまして１９７万５，０００円を減額し、４，０２３万４，０００円とするものでございます。

４款１項繰越金でございますが、これは２４年度の繰越金でございまして７万９，０００円増

額し、８万円とするものでございます。

５款３項雑入ですが、これは健康診査の委託金を減額しております、健康診査料を減額してお

りますので、それに伴う委託金の減額でございます。

以上につきまして、御審議をよろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 議案第５号、平成２５年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）。

上下水道課長、谷田英之君。

○上下水道課長（谷田 英之君） 上下水道課長です。

議案第５号

平成２５年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度南部町の農業集落排水事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。
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（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８６６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２３４，７２９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

４ページをごらんください。まず、歳出でございます。１の総務費、一般管理費、これは給料

の減額で、２２万円の減額でございます、給与費の。

２、維持管理費、これは維持管理費の需用費でございまして、処理水が増加したために電気料

金がふえたための増額でございます。これは増額で、１０８万６，０００円。

計で、歳出８６万６，０００円。

上のほうに歳入があります。ごらんください。４、繰越金の目で１、繰越金、これは前年度繰

越金８６万６，０００円でございまして、これを補正し、８６万７，０００円としたものでござ

います。

これで終わります。審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 議案第６号、平成２５年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第

２号）。

上下水道課長、谷田英之君。

○上下水道課長（谷田 英之君）

議案第６号

平成２５年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号）

平成２５年度南部町の浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ５５，３８０千円とする。
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２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

４ページをお開きください。４ページの３、歳出。１款総務費、目で１、管理費でございます。

補正額５８万２，０００円、これは合併浄化槽の修繕費の増額でございます。増額して２，９７

７万８，０００円、５８万２，０００円増額しまして。

上で、歳入でございます。４、繰越金、目で繰越金、これは前年度繰越金５８万２，０００円

を補正増額したものでございます。

合計で、５８万３，０００円でございます。

これで御説明終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。

○議長（青砥日出夫君） 議案第７号、平成２５年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第

３号）。

企画政策課長、矢吹隆君。

○企画政策課長（矢吹 隆君） 企画政策課長でございます。

議案第７号

平成２５年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第３号）

平成２５年度南部町の太陽光発電事業特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２４，１５８千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ５７０，２４２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる

経費は、「第２表 繰越明許費」による。
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（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

まずは、歳入歳出項目の予算別明細書で、５ページを御説明いたします。歳入歳出補正予算事

項別明細書でございます。まず、総括でございますが、歳入でございます。１、繰入金が補正前

の額が５，５００万円でございまして、補正額が４２４万２，０００円の増で、合計５，９２４

万２，０００円とするものでございます。

３の町債でございますが、補正前の額が５億３，９４０万円でございましたものを、補正額２，

８４０万円を減額し、合計５億１，１００万円とするものでございまして、歳入合計が補正前の

額５億９，４４０万円、補正額２，４１５万８，０００円の減額で、合計が５億７，０２４万２，

０００円というふうにするものでございます。

次に、歳出でございますが、１、総務費が補正前の額５億９，３９４万７，０００円であった

ものを補正額２，３８３万円を減額し、５億７，０１１万７，０００円とするものでございまし

て、内訳は地方債が２，８４０万円の減、その他が４５７万円の増とするものでございます。

次に、３の予備費でございますが、補正前の額が４５万３，０００円で、補正額３２万８，０

００円の減とし、合計が１２万５，０００円ということにするものでございまして、歳出合計が

補正前の額が５億９，４４０万円、補正額が２，４１５万８，０００円の減額で、合計５億７，

０２４万２，０００円とするものでございます。

これの内訳でございますが、１枚おはぐりいただきまして、６ページで御説明をさせていただ

きます。まず、２の歳入のほうでございますが、１の基金繰入金でございます。補正前の額が５，

５００万円だったもの、補正額４２４万２，０００円を増額するというものでございます。これ

は残土処分場跡地の整備基金、鶴田の基金ですね、これを最終的に４２４万２，０００円繰り入

れをするという結果でございます。

それから、次の１の電気事業債でございます。これは補正額が２，８４０万円を減額し、合計

５億１，１００万円とするものでございます。これは太陽光発電事業債が結果的に町民の皆さん

からの公募債を１億公募をさせていただきました。あと起債、これを４億１，１００万円という

ことになりましたので、２，８４０万円を減額するというものでございます。
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次に、３の歳出のほうでございます。まず、１の維持管理費でございますが、補正額を３０万

２，０００円増額いたしまして、合計１４２万３，０００円ということにいたします。これは役

務費、維持管理費でございますが、町民公募債の取り扱い金融機関への取り扱い事務手数料、こ

れが確定いたしましたので、この金額を増額させていただくものでございます。

次に、太陽光発電施設建設費でございますが、補正額２，４１３万２，０００円の減額でござ

いまして、合計５億６，８６９万４，０００円ということでございます。これは太陽光発電施設

建設事業の工事費、これが確定いたしまして委託料が２４２万６，０００円の減額、それから、

工事請負費が２，１０７万６，０００円の減額ということになったものでございます。

それから、予備費でございますが、補正前が４５万３，０００円だったものが、補正額３２万

８，０００円を減額し、１２万５，０００円とするものでございます。

３ページにお戻りいただきまして、第２表、繰越明許費について御説明申し上げます。総務費、

施設費で、太陽光発電施設建設事業の工事費でございまして、金額８１０万円を翌年度へ繰り越

すものでございます。これは町が設置するパネル工事、これは３月で完成をするんですが、中国

電力側のほうの電柱の敷設工事、これが５月後になられるということでございまして、それに対

する系統連系というか、電力会社の送電線に接続する工事、それから、その工事が終わった後の

試運転、それが結果的に残るということでございまして、この８１０万円を翌年度に繰り越しさ

せていただくものでございます。

そして、最後に１枚おはぐりいただきまして、第３表、地方債の補正についてでございます。

これは金額を変更するものでございますが、起債の目的が太陽光発電事業債でございまして、補

正前の限度額が５億３，９４０万円であったものが、工事が確定いたしましたので、補正後の限

度額を５億１，１００万円とするものでございます。

以上、御審議のほど、お願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 次に、議案第８号、平成２５年度南部町水道事業会計補正予算（第３

号）。

上下水道課長、谷田英之君。

○上下水道課長（谷田 英之君） 上下水道課長です。

議案第８号、平成２５年度南部町水道事業会計補正予算（第３号）。

第１条、平成２５年度南部町の水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

継続費。第２条、予算第５条に定められた継続費の予定額を次のとおり改める。款、資本的支

出、項、建設改良費、事業名、上水道拡張工事。これを補正前は４億３，５０８万円でございま
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した。これを５億２，３３２万９，０００円とするものでございます。８，８２４万９，０００

円の増額でございます。これは朝金８００トンの水を送水する当初計画でございましたが、１，

２００トンに増嵩するというものでこうなりました。

第３条、平成２５年度南部町水道事業会計一般会計補助金３億４，０７３万９，８４３円のう

ち、８，７７５万９，４１０円を資本金に振りかえるというものでございます。

次、次ページ、２ページに継続費に関する調書で、この２６年までのが１年、２７年に延びま

したので、全体計画の年額、下のほうの計が５億２，３２９万９，０００円。財源内訳は、国庫

補助金８，７５８万９，０００円、一般会計補助金４億３，５７４万で、今のところ５７％の進

捗率でございます。

これで終わります。よろしく審議をお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 議案第９号、平成２５年度南部町病院事業会計補正予算（第２号）。

病院事業管理者、吉原賢郎君。

○病院事業管理者（吉原 賢郎君） 病院事業管理者でございます。議案第９号、平成２５年度南

部町病院事業会計補正予算について御説明いたします。

総則。第１条、平成２５年度南部町の病院事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。

収益的収入及び支出。第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予算額を次のとおり

補正するものでございます。

収入。第１款病院事業収益、補正額８，８９６万５，０００円、既決予算額と合わせまして、

合計２５億３万５，０００円であります。内訳でございますが、第１項医業収益につきましては、

補正予算の計上はしておりません。第２項医業外収益でありますが、８，８９６万５，０００円

を増額いたしまして、４億２，３９９万７，０００円にするものでございます。

支出につきましては、第１款病院事業費用、補正額７１８万３，０００円、既決予算額と合わ

せまして、合計２４億１，８２５万３，０００円であります。支出の内訳ですが、第１項医業費

用につきまして、補正額７１８万３，０００円を増額いたしまして、２３億３，１６９万円とす

るものです。第２項医業外費用は、補正額の計上はございません。

資本的収入及び支出。第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予算額を次のとおり

補正する。（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億８，１３０万５，０００円は

過年度分損益留保勘定資金をもって補填するものとする。）

収入。第１款資本的収入、補正額１，９５６万９，０００円を増額し、既決予算と合わせまし
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て、合計３億８，１８１万円でございます。内訳は、第１項補助金の補正を１，９５６万９，０

００円を増額し、８，１２１万円にするものでございます。第２項の企業債は、既決予算額のと

おりで補正額はございません。

また、支出につきましての補正額もございません。

明細につきましては、補正予算書の８ページ及び９ページ、平成２５年度南部町病院事業会計

補正予算（第２号）見積書をごらんください。まず収益的収入の収入でございますが、第１款病

院事業収益の第２項医業外収益の他会計補助金に８，８９６万５，０００円を補正するものです。

これは平成２５年度病院運営に関する地方交付税の確定に伴う補正額でございます。

次に、収益的支出の支出でございますが、第１款病院事業費用、第１項医業費用、１の給与費

につきまして、７１８万３，０００円を補正するものです。予算書１０ページに給与明細書を添

付しておりますので、ごらんください。主に、採用、異動に伴いまして給与、手当の増額をして

おるものです。また、法定福利費につきましては、負担金の変更等の要因により増額するもので

す。

次に、資本的収入及び支出の収入の内訳は、予算書９ページをごらんください。款１、資本的

収入、第１項補助金、１の補助金額を１，９５６万９，０００円増額するものですが、これは平

成２５年度の国保調整交付金の確定に伴う補正額でございます。

以上、審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 議案第１０号、南部町太陽光発電基金条例の制定について。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 副町長でございます。それでは、議案について御説明いたします。議

案第１０号、南部町太陽光発電基金条例の制定について。

次のとおり南部町太陽光発電基金条例を制定することについて、地方自治法第９６条第１項第

１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

この条例は、太陽光発電所の売電収益を原資として再生可能エネルギーの活用及び普及の推進、

発電所の維持管理に必要な経費に充てるため、基金を設置するものでございます。

施行期日は、公布の日といたします。

よろしく御審議お願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 議案第１１号、南部町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につい

て。

副町長、陶山清孝君。

－４８－



○副町長（陶山 清孝君） 議案第１１号、南部町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につ

いて。

次のとおり南部町新型インフルエンザ等対策本部条例を制定することについて、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法において、国から新型インフルエンザ等緊

急事態宣言が発令された場合、市町村長は直ちに対策本部を設置することが義務づけられました。

また、同特別措置法の規定により、対策本部に必要な事項は市町村の条例で定めることが決ま

っております。このたび、第２条に組織、第３条に会議ほか必要事項について条例を制定するも

のでございます。

施行期日は、公布の日としております。

よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続いて、議案第１２号、南部町高校生等医療費助成条例の制定について。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 議案第１２号、南部町高校生等医療費助成条例の制定について。

次のとおり南部町高校生等医療費助成条例を制定することについて、地方自治法第９６条第１

項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

この条例は、少子化対策の一環としまして高校生等の保護者等に対し、高校生等の医療費の一

部を助成することにより保護者等の経済的負担の軽減、子育て支援、福祉の増進を目的とするも

のです。

内容について、概要を御説明いたします。助成の対象者は第３条に記載しております南部町に

住所を有する１５歳から１８歳の方の保護者で、当該年齢の方が就労及び婚姻、事実上婚姻と同

様の事情にある方は対象外としています。また、生活保護法により保護を受けている方、南部町

福祉医療費助成により医療費の支給を受けている方、町税及びその他料金の滞納世帯の方は対象

外としています。

助成の範囲ですが、第５条に記載しておりますとおり、高校生等の療養、または医療に要する

費用のうち社会保険等各法からの付加給付金、入院時食事療養費、生活療養費、国や地方公共団

体の負担により支払われる医療給付金を除いたものから、第６条に規定しております一部負担金

を除いたものの２分の１としております。

施行日は、平成２６年４月１日、３年後の平成２９年３月３１日で失効する条例制定をしてお

ります。
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３年後に効果などを検証した上、必要であれば再制定のことを考えるというものでございます。

よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続いて、議案第１３号、消費税及び地方消費税の税率改定等に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定について。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 議案第１３号、消費税及び地方消費税の税率改定等に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について。

次のとおり消費税及び地方消費税の税率改定等に伴う関係条例の整備に関する条例を制定する

ことについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。

この関係条例の整備に関する条例でございまして、平成２６年４月の消費税及び地方消費税の

税率改定に伴い、町内各施設の使用料及び利用料金の改定をするものでございます。

施設条例のうち指定管理者で管理を行っている施設について、施設の使用料を利用料金とする

ところ、また、従来の使用料のままとなっているもの、施設管理について町直営管理となった場

合の読みかえ規定等の表記漏れ等がありましたので、このたびあわせて改正をするものでござい

ます。

消費税及び地方消費税の税率改定に伴うものですが、従来の施設利用料及び利用料金等の大半

については、消費税導入後ほぼ料金を上げずにおりましたが、このたびの消費税及び地方消費税

率８％への改定により、各料金の改定をさせていただくものでございます。

改定は、本条例により関係する条例を２８条例一括して上げております。使用料等の算定は、

従来の使用料、利用料金等に消費税が含まれているものとして考え、それぞれを１．０５で割り、

その後１．０８を掛け、１０円未満は切り捨てるという方法で行いました。なお、課税事業者で

ある下水道事業、病院事業につきましては、１円未満の切り捨てとしております。

附則１項でうたいましたこの条例は、平成２６年４月１日からの施行としております。

経過措置がございますので、御説明いたします。まず、附則第２項でございますけれども、こ

れは第３項から第４、第５、第６、第９項にございます条例以外のもの全てがこの第２項でうた

っております。

経過措置としまして、使用料等につきましては、第９条及び第２０条から第２３条までの一部

改正を除く改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料に関する規定は、平成２６年

４月１日以降に行う施設の使用、利用、または占用に係る使用料等で、平成２６年４月１日以後
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に納付するものについて適用し、それまでに行った施設の使用等で、４月１日以前、または４月

１日以後に納付するもの並びに４月１日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で、４月１日以

前に納付するものについては、なお従前の例、５％の使用料金ということとしております。

その上で第３項では、南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正についての経過措置を

決めております。４月１日以後に行う収集、運搬及び処分に関し、占有者から徴収する手数料に

ついて適用し、４月１日以前に行われた収集、運搬及び処分に関する占有者から徴収する手数料

については、なお従前の例とするとしております。

第４項は、第２０条でうたっております南部町公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置でご

ざいます。４月１日以後の使用料の取り扱いについて適用し、４月１日以前の使用料の取り扱い

については、なお従前の例によるとしております。

同じく第５項は、第２１条、南部町農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置は、

４月１日以後の使用料の取り扱いについて適用し、４月１日以前の使用料の取り扱いについては、

なお従前の例によるとすることとしております。

第６項第２２条、南部町浄化槽施設設置条例の一部改正に伴う経過措置は、この条例の４月１

日以後の使用料の取り扱いについて適用し、４月１日以前の使用料の取り扱いについては、なお

従前の例によるとしております。

第７項では、第２３条、南部町病院事業の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置でござ

います。４月１日以前にこの条例による改正前の南部町病院事業の設置に関する条例の規定によ

り課した、または課すべきであった使用料等の取り扱いについては、なお従前の例によるという

ことにしております。以上でございます。

○議長（青砥日出夫君） 続いて、議案第１４号、南部町国民健康保険西伯病院看護師育成奨学金

貸付条例の制定について。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 議案第１４号、南部町国民健康保険西伯病院看護師育成奨学金貸付条

例の制定について。

次のとおり南部町国民健康保険西伯病院看護師育成奨学金貸付条例を制定することについて、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは将来、西伯病院の看護師を希望する方に奨学金を貸し付けることで、有能な人材確保を

通じて南部町の地域包括ケアの人材を支えていこうというものでございます。

対象者は、看護師養成所在学者、養成所のうち高等学校及び高等学校の専攻科において看護師
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養成課程を設ける専攻科に在籍する方で、卒業後、西伯病院に勤務する意思がある方としており

ます。

貸付金額は、無利息で月額５万５，０００円。申請後に選考を行い、毎年度予算の範囲内で貸

し付けをするものでございます。

この奨学金貸し付けは返還が原則ですが、第１４条各号のいずれかに該当される場合は全部、

または一部免除を設けております。例えば貸付期間の２倍としておりますので、２年間学校に通

われた場合、西伯病院に４年間勤務なさった場合に免除になるというものでございます。

施行日は、平成２６年４月１日からとしておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続いて、議案第１５号、南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正について。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 議案第１５号、南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部改正について。

次のとおり南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるもので

ございます。

この条例は、健康管理センター所長、地域おこし協力隊員２名を特別職の非常勤職員として配

置するため、条例の一部を改正するためのものでございます。

健康管理センター所長につきましては、現在、西伯病院医師に兼務いただいておりますが、今

後、兼務を行わず、改めてセンター長として新たな人材を配置するものでございます。報酬は、

月額２５万円としております。

また、地域おこし協力隊員につきましては、最長３年間町内に住んでいただき、観光業務、農

業振興業務を行っていただくため、それぞれ１名を配置するものです。報酬は、月額１６万６，

６００円としております。地域おこし協力隊の報酬については、１人２００万円を限度として１

００％特別交付税措置で対応されます。

施行期日は、平成２６年４月１日としておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第１６号、南部町職員の給与に関する条例の一部改正

について。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 議案第１６号、南部町職員の給与に関する条例の一部改正について。
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次のとおり南部町職員の給与に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６

条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは執行体制の強化を図るために、４級の職に課長補佐、局長補佐、所長補佐を置き、さら

に危機管理体制の強化のために災害等に強いまちづくりの体制を整えることを目的に、５級、６

級に防災監を加えるものを目的としたものでございます。

条例の施行日は、平成２６年４月１日からの施行といたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（青砥日出夫君） ここで休憩したいと思います。再開は、２５分から。

午後４時１０分休憩

午後４時２５分再開

○議長（青砥日出夫君） 議案第１７号に入りたいと思いますが、その前に、副町長のほうから訂

正があるようでございますので。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 副町長でございます。大変失礼いたしました。先ほど提案いたしまし

た議案第１３号、消費税及び地方消費税の税率改定等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定

についてを提案いたしましたが、その中で後半に附則についての説明をいたしましたが、その中

で４月１日以前というぐあいに表現いたしましたが、これは３月３１日以前４月１日以降の誤り

でございます。３月３１日以前というぐあいに訂正させていただきます。申しわけございません

でした。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第１７号、南部町特別会計条例の一部改正についてを

お願いします。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 議案第１７号、南部町特別会計条例の一部改正について。

次のとおり南部町特別会計条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１項第

１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは建設残土処分事業特別会計、介護サービス事業特別会計を廃止するために改正をいたす

ものでございます。

建設残土処分事業特別会計については、鶴田の残土処分跡地に太陽光発電施設を建設しており、

この事業用地としておりますので、新たに別会計を設置いたしました。介護サービス事業特別会
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計につきましては、ゆうらくの起債償還を行うための会計でございましたが、平成２５年度に繰

り上げ償還を行いました。この２事業について事業が完了しましたので、特別会計の廃止をする

ものでございます。

この条例の施行日は、平成２６年４月１日からとしております。

なお、附則の経過措置において、各特別会計の決算についてはこれまでどおりの取り扱いとす

ることとしておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第１８号、南部町督促手数料及び延滞金徴収条例の一

部改正についてをお願いします。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 議案第１８号、南部町督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正につ

いて。

次のとおり南部町督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正することについて、地方自治法

第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは地方税法の延滞金の特例措置が改正されたことにより、町の督促手数料及び延滞金徴収

条例のうち、延滞金の部分について訂正するものでございます。

延滞金の利子としまして、督促後の納期限翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年１４．

６％、納期限の翌日から一月を経過するまでの期間については年７．３％が基本でございますが、

現在、特例措置として年７．３％部分については年７．３％か、特例基準割合のいずれか低いほ

うとされています。このたび、さらに特例措置として各年の特例基準割合が年７．３％に満たな

い場合にあっては、その年中における年１４．６％の割合にあっては、特例基準割合に年７．３

％を加算した額。年７％の割合にあっては、前年に租税特別措置法により告示された割合に年１

％を加算した額としています。

また、条例への表記を税条例等に合わせ、本則に延滞金率の基本率、附則に特例措置を表記す

ることといたしました。

この条例の施行日は、公布の日としております。

経過措置につきましては、適用を施行日以後の期間に対するものとしておりますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第１９号、南部町防災行政無線施設条例の一部改正に

ついてをお願いします。

副町長、陶山清孝君。
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○副町長（陶山 清孝君） 議案第１９号、南部町防災行政無線施設条例の一部改正について。

次のとおり南部町防災行政無線施設条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６条

第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは防災行政無線のデジタル化に伴い、中継局等の設置場所を追加及び廃止するために改正

するものでございます。

親局及び遠隔制御局は従来どおり法勝寺と天萬ですが、新たに中継局１カ所、簡易中継局２カ

所、再送信子局１カ所を追加し、屋外拡声子局は従来と同じ場所のものもありますが、１３カ所

から１０カ所になります。

この条例の施行日は、公布の日からとしておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第２０号、南部町後期高齢者医療に関する条例の一部

改正についてをお願いします。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 議案第２０号、南部町後期高齢者医療に関する条例の一部改正につい

て。

次のとおり南部町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

この条例改正は、先ほどの１８号と同様な意図のものでございます。地方税法改正により延滞

金の特例措置が改正されたことにより、後期高齢者医療に関する条例の延滞金の部分について改

正を行うものでございます。

条例表記も議案第１８号と同様に税条例等に合わせ、本則に延滞金率の基本率、附則に特例措

置を表記することにいたしました。

条例は、公布の日からの施行としております。

経過措置としまして、適用を施行日以後の期日に対応するものとしておりますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第２１号、南部町上水道給水条例の一部改正について

をお願いします。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 議案第２１号、南部町上水道給水条例の一部改正について。

次のとおり南部町上水道給水条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
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この条例は２条の構成となっておりまして、消費税と料金改定を行うものでございます。

それでは、新旧対照表によりまして説明をいたしますので、新旧対照表５８ページをごらんく

ださい。第１条は、平成２６年４月１日からの消費税率改定に伴うことについての改正条文でご

ざいます。

２４条の改正は、料金の内税を外税に改めるもの。

３０条の改正は、それぞれの新規加入金について内税を外税に改めるものです。

以上の改定内容を計数化した表を別表として、その後改正をしているものでございます。

７９ページをごらんください。これは第２条についてでございます。第２条は、料金改定につ

いての改正条文です。

別表第１は、基本料金の改正で、西伯地区、税抜き月額１立米当たり８５０円を８８７．５円

にし、馬佐良地区もこの額にするものです。会見地区は、税抜き月額１立米当たり８００円を８

５０円に改めます。

施行日は、第１条、消費税率改定のものは平成２６年４月１日。第２条、料金改定については

平成２６年５月１日としておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第２２号、南部町簡易水道施設条例の一部改正につい

てをお願いします。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 議案第２２号、南部町簡易水道施設条例の一部改正について。

次のとおり南部町簡易水道施設条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１

項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

この条例改正も議案第２１号と同様でございまして、簡易水道料金の消費税率改定に伴うもの

を第１条に、料金改定に伴うものを第２条の構成にしております。

新旧対照表で御説明いたしますので、８２ページをお開きください。第１条では、消費税率改

正に伴い料金を先ほどと同様、内税から外税に改めるためのものでございます。

８４ページ、別表第２での計数を改正しております。別表第２で、その計算しました計数を改

正しております。

同様に、新規加入金を外税にすることについて、こちらは８６ページ、別表第３でその計数を

改めております。

８３ページに別表第１をつけておりますが、これは改正事項ではございませんで、西伯地区簡

水、会見地区簡水がそれぞれどこを示しているのかという事項でございまして、改正事項ではご
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ざいません。参考にごらんください。

施行日は、第１条、消費税率改定によるものは平成２６年４月１日。料金改定によるものは平

成２６年５月１日としております。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第２３号、南部町残土処分場跡地整備基金条例の廃止

についてをお願いします。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 議案第２３号、南部町残土処分場跡地整備基金条例の廃止について。

次のとおり南部町残土処分場跡地整備基金条例を廃止することについて、地方自治法第９６条

第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは議案第１７号にありました特別会計の、建設残土処分事業特別会計の廃止に伴い、事業

の基金条例を廃止するものです。

基金の残金は、残土処分場跡地にできます太陽光発電施設の費用に充てることとしております。

条例の施行日は、２６年４月１日からとしておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第２４号、公の施設の指定管理者の指定についてをお

願いします。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 議案第２４号、公の施設の指定管理者の指定について。

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

１、指定管理者に指定管理を行わせる公の施設の名称。南部町介護研修施設。２、指定管理者

となる団体。鳥取県西伯郡南部町落合６４６番地、社会福祉法人伯耆の国、理事長、山野良夫。

３、指定の期間。平成２６年６月１日から平成３６年５月３１日までの間でございます。

これは南部町介護研修施設の指定管理者を指定するに当たり、議会の議決をお願いするもので

ございます。

指定管理候補者選定委員会を開催し、審査をいただき、指定管理候補者として選定いただいて

おります。

指定管理候補団体は、先ほども申し上げました社会福祉法人伯耆の国、指定期間は平成２６年

６月１日から平成３６年５月３１日まで、１０年間としております。よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第２５号、町道路線の認定についてをお願いします。

副町長、陶山清孝君。

－５７－



○副町長（陶山 清孝君） 議案第２５号、町道路線の認定について。

次のとおり町道の路線を認定することについて、道路法第８条第２項の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。

整理番号３３５０、路線名、阿賀⋞東西町線、起点を阿賀字徳蓮場東８４５－１地先、終点を

東町１３５地先とするものでございます。

整理番号３３５１、清水川⋞福成線、起点を福成字大坪上１６０５－２地先、終点を福成字奉

公橋１５１６地先といたすものでございます。

最後に、整理番号３３５２、福成⋞境線、起点を福成字前河原北２２７８－１地先、終点を境

字内海道西１２０９－１地先といたします。

新たな町道として３路線の認定を今回お願いいたします。国道１８０号バイパスの改良工事に

伴い、国道１８０号の阿賀から東西町の間、県道福成戸上米子線の福成から境の間、同じく県道

清水川福成線の全線を町道とするためのものでございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続いて、議案第２６号、町道路線の変更についてをお願いします。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 議案第２６号、町道路線の変更について。

次のとおり町道の路線を変更することについて、道路法第１０条第３項の規定により、議会の

議決を求めるものでございます。

整理番号３３４４、旧で、バイパス側道線、起点は清水川字カタフ田４－１地先から、終点、

福成字澤田１６９０－１地先としておりましたところを、新たに国道バイパス側道線という名称

に変更いたします。さらに起点を阿賀字八反田８５４－１地先から阿賀字徳蓮場東８４６－２地

先に変更いたします。重要な経過地としては、三崎字砂田４６４番としておりますので、よろし

く御審議をお願いいたします。

⋞ ⋞

○議長（青砥日出夫君） お諮りいたします。本日の会議は、会議規則第２５条の規定により、こ

れで延会としたいと思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 御異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会することに決定い

たしました。

また、あす５日の会議に議事を継続いたします。定刻より引き続き議案審議を行う予定であり

ますので、御参集をお願いしたいと思います。御苦労さんでした。

－５８－



午後４時４４分延会

－５９－


